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鯛
賽
史
観
名
肪
天
然
．
記
念
物
を
語
る

長
尾
維
は
サ
デ
ナ
ミ
と
峠
び
)
”
タ
ー
ウ
斗
ン
訂
来
腿

:
A
為
褐
汰
の

苦
し
い
例
と
し
て
引
合
し
出
さ
れ
る
も
の
で

3

明
治
五
年
に
初
め
て
そ
一

の
漂
本
が
珈
外
へ
巡
畠
し
て
か
ら
は

る
。
し
そ
の
長
尾
雄
は
尾
列

以
外
は
抜
け
換
ら
な
い
で

外
國
で
忍
著
名
な
も
の
に
次
つ
て
届

第
一
年

々
生
長

す
る
煽
質
を
有
つ
い
は
ゆ
ろ
突
然
愛

莉
の
―
つ
で

l

簑
窮
恋
亦
長
＼
延
び

る
忍
の
で
あ
る
‘
)
そ
れ
に
は
普
謡
褐

宣
白
膵
及
び
白
色
の
三
塑
が
鵡
別

せ
ら
肛
る
が
｀
．
褐
色
長
尾
雉
は
店
毛

が
褐
色
味
を
帯
び
，
白
色
長
尾
維
は

白
已
ピ
ク
ホ
少
ン
に
似
て
白
く
，
又

白
肱
長
尾
雉
は
褐
色
の
窮
毛
に
白
く

て
長
い
彗
冠
を
布
つ
も
の
で
あ
る
ou

長
尾
雑
は
省
珀
十
歳
位
ま
で
生
き
｛

永
ら
へ
る
忍
の
で
、
尾
打
の
長
さ
は
個
桐
や
年
齢
に
よ
っ
て
異
る
が
9

[

今
ま
で
の
間
査
に
褪
る
と
尾
灯
の
長
さ
は
三
蔵
の
褐
色
長
尾
郷
で
は

ニ
・
―
二
閃
四
歳
の
白
腔
長
尾
維
で
は
三
．

0
三
米
‘
叉
五
歳
の
白
色

長

尾

<’,9,9 ! 

、^4 

炉ン抵

鏑
木
栂
士
）

特
種
家
禽
の

七
佐
に
は
昔
か
ら
尾
乃
が
抜
け
換
ら
な
い
で
長
さ
六
米
餘
に
も
及
ぶ

長
尾
難

A

訓
＜
寛
り
と
抑
鶉
を
つ
け
て
長
嗚
ず
る
優
美
な
姿
の
東
天

チ
ャ
哉

紅
羅
，
尾
況
が
な
く
て
曲
諒
美
の
愛
で
ら
れ
る
鶉
紐
篇
梵
姿
は
ち
ょ
っ

と
棗
天
紅
謡
に
似
る
が
帳
小
で
簑
窮
の
長
い
簑
曳
矮
雉
な
ど
の
特
種
家
一

禽
が
飼
は
れ
て
居
る
か

b

そ
肛
は
闘
犬
と
共
に
土
佐
の
名
物
と
し
て
慶

く
戦
に
間
え
て
居
る
。
そ
れ
等
の
う
ち
長
尾
雛
は
大
正
十
二
年
二
月
に
'

東
天
紅
維
は
昭
和
十
一
年
九
月
に
天
然
紀
念
物
に
指
定
せ
ら
れ
て
居

国

賓

史

蹟

名

勝

天

然

紀

念

`
i
 

文
部
時
報
第
査
百
八
十
六
絨

天
然
記
念
物

四
七

錆

木

外

餃

雄

り
，
又
鶉
矮
雛
と
簑
曳
矮
維
は
近
く
指
定
告
示
せ
ら
れ
る
筈
で
あ
る
。

一
罹
土
佐
に
か
や
う
な
饂
漬
的
憤
値
の
た
い
愛
翫
用
と
し
て
の
家
禽
が

い
と
も
熱
心
に
飼
養
せ
ら
れ
て
居
る
の
は
珍
奇
を
好
む
飩
民
性
の
然
ら

し
む
る
と
こ
ろ
で
あ
ら
う
が
、
そ
れ
に
は
藩
制
時
代
に
於
け
る
山
内
家

の
毛
槍
や
鳶
品
の
馬
饗
に
要
す
る
長
い
尾
窮
の
賦
諜
制
か
具
つ
て
力
が

あ
っ
た
こ
と
は
疑
ふ
べ
く
も
衣
い
。
＞
弦
に
は
そ
れ
等
の
特
種
宝
禽
に
就

い
て
解
詫
す
る
こ
と
に
し
た
い
と
思
ふ

3

長
尾
誰
で
は
五
二
五
米
で
あ
っ
て

t

長
尾
の
記
録
は
白
藤
長
尾
鎌
の

六
入
七
米
で
あ
る
＞
而
し
て
そ
礼
等
の
三
型
の

l

っ
ち
で
最
も
貴
ば
れ

る
の
は
白
色
長
尾
粛
で

t

白
藤
長
尾
維
は
之
に
亜
ぐ
と
云
は
れ
る
Q

こ
の
長
尾
難
の
由
来
に
就
い
て
は
文
獄
の
微
す
べ
き
も
の
も
な
く
，

史
蹟
名
勝
天
然
紀
念
吻
調
究
魯
委
旦

東
京
帝
刷
大
學
敦
授
理
學
博
士

ヽ
i3F¥‘,．'，，
9
4
?
、'iり`’を
ìメ
も
g

を
語
る

長尾
内
均が文

豊
臣
時
代
に
朝
鮮
か
ら
賢
さ
れ
た
も

の
と
云
は
れ
る
が
．
そ
の
鱈
疑
は
知

る
危
忍
な
い
。
又
支
那
に
尾
刃
の
長

い
維
の
古
記
録
は
あ
る
が

b

四
六

t
ミ

そ
，
牙
力

栗
し
て
長
尾
維
と
同
じ
で
あ
る
か
ど

う
か
心
解
ら
な
尺
兎
に
釘
長
尾
雛

は
い
つ
の
頃
か
ら
か
土
佐
で
特
異
の

褻
逹
を
遂
げ
て
居
る
か

3

そ
れ
に
は

土
佐
藩
主
の
参
観
交
代
の
行
列
に
異

知
を
放
つ
，
た
毛
槍
と
鳶
烏
の
馬
捩
用

の
長
い
尾
羽
の
賦
謀
制
か
異
つ
て
カ

が
あ
っ
た
こ
と
は
云
ふ
ま
で
も
な

い
。
嘗
て
明
治
年
間
に
大
篠
村
篠
原
の
住
人
武
市
利
右
衛
門
か
藩
主
に

款
上
し
た
尾
切
が
洵
に
見
事
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
に
篠
原
読
の
名
稲

羹
へ
ら
れ
た
と
云
は
訊
る
。
こ
の
人
が
ど
う
し
て
長
尾
雛
を
作
り
出

し
た
か
は
判
ら
な
い
巧
大
篠
村
の
村
史
に
長
尾
雉
は
今
か
ら
一
七
〇



年
程
煎
に
野
錐
か
ら
現
礼
た
東
天
紅
維
と
野
礫
と
か
ら
嶺
現
し
た
と
記

さ
紅
て
居
る
。
一
般
に
は
大
和
雉
記
正
告
〕
か
ら
先
づ
白
藤
長
尾
雉
が
現

れ
，
そ
れ
と
他
の
維
と
の
交
配
に
よ
っ
て
褐
色
及
び
白
色
長
尾
維
が
畠
{

現
し
た
と
云
ふ
も
の
，
叉
最
初
に
褐
色
長
尾
雉
か
蜆
訊
た
と
唱
へ
る
も
一
京
天
に
江
染
め
る
頃
釦
く
ゆ
っ
た
り
と
長
く
あ
と
を
ひ
き
な
が
ら
歌

の
も
あ
る
巧
褐
色
長
尾
綿
の
熊
が
今
日
朝
鮮
に
見
ら
れ
る
地
難
そ
つ
｛
ひ
¥
暁
を
告
げ
る
屎
天
紅
維
は
遠
い
帥
代
に
因
緑
の
深
い
忍
の
と
云
は

く
り
で
あ
る
と
い
ふ
見
地
か
ら
多
く
の
人
は
馳
難
と
尾
打
の
か
た
り
長
れ
る
か
、
そ
れ
は
い
つ
頃
か
ら
か
連
綿
と
今
に
偲
は
つ
て
居
る
も
0
で

い
東
天
紅
雉
と
の
交
聟
か
ら
突
然
雙
異
に
よ
っ
て
尾
灼
の
抜
け
投
~
ら
な
あ
る
ゥ
現
今
土
佐
に
飼
は
肛
て
居
る
京
天
紅
難
の
優
良
種
は
香
美
那
明

い
白
藤
か
褐
色
の
長
尾
維
が
現
れ
た
と
粁
似
し
て
届
る
‘
3
而
し
て
白
色
治
村
の
山
本
胴
太
郎
か
安
政
の
初
年
九
歳
の
虞
か
ら
昭
和
九
年
八
十
一

長
尾
難
は
明
治
二
十
二
年
頃
に
レ
グ
ホ
乃
と
白
藤
長
尾
錐
と
の
交
配
か
｛
歳
に
至
る
ま
で
丹
綺
し
て
愛
育
し
た
も
の
の
系
統
で
、
そ
虹
は
山
本
翁

ら
誘
致
せ
ら
れ
た
と
云
は
聾
8

0

]

の
歿
後
山
田
町
の
村
山
荼
郎
に
よ
つ
て
保
存
飼
育
せ
ら
れ
た
の
で
あ

長
尾
難
の
生
命
と
す
る
と
こ
ろ
は
長
い
尾
灯
で
あ
っ
て
、
そ
の
飼
登
）
る

C

管
舞
に
は
特
間
の
注
意
が
彿
は
れ
て
居
り
≫
成
難
は
高
さ
五
・
七
九
吹
‘
{
東
天
紅
維
は
恐
ら
く
大
和
雉
か
ら
褒
畔
し
た
も
の
で
あ
ら

l"ぷ
勺
い

幅
二
。
四
九
択
、
厚
さ
七
こ
六
吋
位
た
る
長
方
形
の
木
箱
四
で
飼
育
せ
｛
か
に
も
優
美
な
姿
態
を
布
ち

B

そ
の
窮
毛
は
普
通
祝
色
を
呈
し
~
中
に

ら
れ
る
。
そ
の
箱
に
は
一
側
の
上
方
に
金
網
賑
の
窓
を
つ
け
ぅ
そ
の
下
は
該
色
，
褐
色

3

黒
色
の
混
交
し
た
息
の
や
黒
味
勝
で
少
し
褐
色
を
交

｛
 

方
に
接
し
て
小
さ
た
給
餅
用
の
抽
斗
が
あ
り
、
内
部
に
留
木
を
配
し
、
｛
へ
た
も
の
忍
あ
る

3

理
想
的
の
冠
は
太
く
笞
又
四
つ
切
仇
と
云
つ
て
飢

又
領
の
最
下
部
に
霙
受
の
抽
斗
を
設
仙
し
て
あ
る
。
勿
論
内
部
に
は
尾
一
が
五
つ
さ
切
込
が
四
つ
の
も
の
で
あ
る
か
三
．

i

鵡
に
は
三
つ
切
汎
ゃ
五
つ
閲

乃
に
叢
が
か
か
ら
な
い
や
う
に
闊
壁
か
設
け
ら
れ

3

尾
窮
か
ゆ
っ
た
り
＇
｛
れ
の
鼻
合
も
あ
る
。
耳
匹
ぷ
が
大
き
く
て
白
く
、
下
染
が
が
邸
っ
た
り
と

と
垂
れ
て
箱
の
他
半
に
納
め
ら
紅
る
や
う
に
こ
し
ら
へ
て
あ
る
。
成
―
垂
れ
、
頸
と
儒
緬
の
長
い
も
の
が
尚
は
肛
る
。
開
は
高
く
て
淡
青
色
な

熱
の
飼
育
は
比
較
的
に
容
昌
で
あ
る
が

P

葉
の
飼
言
は
困
難
で
，
普
通
る
を
打
筏
と
ず
る
が
．
と
き
に
賓
青
色
の
も
の
や
冑
黒
色
の
も
の
見
見

三
四
月
の
交
に
有
て
る
こ
と
に
な
っ
て
届
る
。
現
今
高
知
縣
下
に
飼
う
け
ら
れ
る
。
詞
に
毛
茫
生
す
る
も
の
も
あ
，
そ
れ
は
餘
tl
品
位

の
よ
い
恋
の
で
は
た
い
。
一

か
ゅ
，
っ
た
り
と
長
く
乖
れ
ゲ
叉
尾

租
が
豊
寮
で
す
ら
り
と
流
れ
て
地
に
見
く
も
の

る
。
；
尾
利
巳
芦
さ
凡
そ
一
米
忙
逹
す
る
か
｀
”

槍
ゃ
鳶
島

る。

に
判
川
さ
肛
た
心
の
で
あ

東
天
紅
難
は
墜
長
維
と
も
叶
ば
肛
る
や
う

に
.
長
明
を
特
徴
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
秋

田
b

幸
円
森
縣
丁
に
飼
は
れ
て
屈
る
シ
ャ
モ
味

左
儒
び
‘
｛
に
優
帷
な
姿
で
豪
牡
な
歌
砂
方
の
聟

良
雉
と
は
忍
つ
て
、
聾
は
訓
く
、
最
初
に
コ

ヶ
：
う
が
判
る
程
度
に
細
く
霞
か
忙
歌
び
出

し
；
オ
オ
と
次
第
に
張
り
あ
げ
、
抑
揚
を
つ
け

て
い
つ
と
は
な
し
に
オ
オ
と
下
げ
て
孵
か
に

終
る
を
理
俎
と
す
る
の
で
あ
る
。
今
春
の
品

誓
記
二
十
一
秒
歌
ひ
続
け
た
息
の
か
あ
っ

た
か
、
｀
従
来
の
記
録
は
二
十
三
砂
と
云
は
れ

る
。
こ
の
雄
は
雨
天
の
日
よ
り
も
睛
天
の
日

万
飼
生
の
み
と
い
ふ
謬
で
は
な
い
か
、
．

閏
費
史
鮎
名
腕
天
然
紀
念
物
を
語
る

-1 
9
,
9
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（黒） 囃 矮 直
．
S

古
予

四
九

鶉

矮

雛

る
の
で
あ

そ
の
尾
月
は
土
佐
藩
の
毛

門
叉
午
後
よ
り
も
午
前
中
に
良
く
鳴
く
も

の
で
あ
る
が
，
訓
既
に
よ
つ
て
は
い
つ
で
忍
鳴
か
し
得
る
の
で
あ
っ

腰
の
邊
り
を
た
さ
く
と
鳴
く

さ
紅
た
も
の
も
あ
る
。
嗚
聾
の
一
番
良
い
の
は
生
後
二
、

三
年
で
も
つ
て
／
十
年
位
生
ぎ
得
る
さ
う
で
あ
る
。

東
天
紅

lIL
の
孵
化
は
謳
旦
叫
春
秋
の
二
期
に
行
は
れ
る
附
憬
質
が
案

外
桐
＜

t

盛
夏
に
於
け
る
育
雛
に
は
特
肌
の
庄

意
を
彿
ふ
必
要
が
あ
る
。
昭
和
九
年
五
月
一
日

の
調
杏
で
は
あ
る
か
；
高
知
縣
下
で
は
話
七
竺

頭
、
雌
一

0
四
頭
を
敷
ふ
る
に
過
ぎ
な
い
。

鶉
矮
錐
は
長
尾
維
と
は
面
白
い
釘
照
を
左
ず

も
の
で
、
痕
闊
的
な
尾
骨
を
布
す
る
場
合
も
あ

る
附
多
く
は
尾
骨
を
峡
麦
従
っ
て
尾
化
を

も
た
な
い
。
憬
は
ち
ょ
っ
と
鶉
に
似
て
矮
小
ー

一
升
桝
に
〗
番
入
る
位
の
大
き
さ
を
椋
準
と
す

る
の
で
あ
る
が
，
近
頃
は
閏
応
大
の
傾
向
が

賎
は
れ
る
さ
う
で
あ
る
．
こ
の
羅
に
は
褐
色
、

白
賃
黒
色
：
白
麟
三
色
斑
な
ど
の
系
統
が

歳
別
せ
ら
れ
る
が
、
そ
の
弓
も
最
初
に
現
れ
た

も
の
は
褐
色
塵
で
，
白
色
型
之
に
亜
ぎ
，
黒
色
¥
白
藤
及
び
三
色
説
の

三
型
は
近
頃
の
作
出
に
か
か
る
も
の
と
云
は
れ
る

J

こ
の
鶉
矮
雉
か
い

ゃ
ぅ

東

天

就

離

は
れ
て
居
る
長
尾
雉
は
大
小
併
せ
て
約
一
千
花
に
逹
す
る
。

四
八



闊
究
史
蹟
名
膀
天
然
紀
念
扮
を
語
る

つ
頃
現
れ
た
か
は
文
獄
の
徴
ず
べ
き
心
の
は
な
い
が
沿
口
碑
に
よ
る

と
、
大
坂
夏
の
陣
の
落
武
者
大
野
修
理
功
一
統
が
高
岡
，
幡
多
雨
郡
の

山
間
地
方
に
逃
れ
て
来
た
と
き
に
褐
色
鶉
矮
熊
忙
似
た
も
の
を
持
つ
て

来
た
が
、
そ
れ
が
次
第
に
南
方
に
播
布
し
；
~
▼

一
宜

0
年
程
前
に
吾
川
郡
紳
谷
村
鹿
敷
で
著

し
く
改
良
さ
れ
た
と
い
ふ
の
で
あ
っ
て
，
今

で
も
古
格
は
こ
の
倭
維
を
料
敷
統
と
呼
ん
で

居
る
さ
弓
で
あ
る
0

叉
幅
多
郡
地
方
で
も
獨

．
条g
~

特
の
改
良
が
加
へ
ら
れ
、
優
秀
な
も
の
が
大

正

の

末

国

に

長

岡

郡

の

南

部

に

も

た

ら

さ

れ

：

＾

て
従
来
詞
内
の
息
の
と
交
舵
改
良
せ
ら
紅
た
'
”

と
い
は
れ
る
。
更
に
又
長
岡
郡
三
和
村
地
方

に
は
矮
維
の
尾
部
が
犬
に
咬
み
切
ら
れ
て
子

抒
忙
尾
骨
の
な
い
も
の
が
出
来
た
と
い
ふ
附

會
な
詮
が
偲
は
つ
て
屈
る
。
現
に
角
こ
の
鶉

矮
熙
は
恐
ら
く
普
通
の
矮
難
か
ら
匹
斎
唸
愛
具

に
よ
っ
て
現
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
ゥ

白
色
郭
矮
雉
は
買
白
，
交
褐
色
鶉
鯰
雉
は

褐
色
と
黒
色
の
光
澤
あ
る
冗
毛
で
蔽
は
れ
て
ぬ
る
。
黒
色
鶉
矮
維
は
近

頃
作
り
出
さ
れ
た
も
の
で

b

寄
光
を
管
び
た
黒
い
乃
毛
が
蔽
は
れ
て
恥

色
斑
冗
番
位
に
過
ぎ
な
い
さ
う
で
，
齊
謡
白
色
型
が
骰
忍
珍
電
が
ら
れ

る豊た大黒か
か し き 褐ら
に ‘く色寝
し脚てで環
ては白光 し
長短く澤た
く< ¥ にも
'て頸霜の

ゆ青はみで
つ黒短 t は
た色大冠た
りをではい
とり腎あ四か
垂びりつと
訊て‘切看 て 等 い で 東
'居憬れ倣届が°あ天簑
とろ謳又さる高そる紅曳
き°ははれと知れが雉矮
に頸粕五てい縣は‘に維
長灯；つ届ふ窄憬そ似は
さや長切るのの格のて矮
ー 鞍 く れ°で小‘由い小
米閲しで僻~見‘形骨来かで
餘のて困冗そ地骰はに t

に箕方耳は の 維 >!！ミIJ も
姿

も杉形梁曹 地に 閃ら 優
は

及はをは迂維似色な美 粗
1b 
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（
鏑
木
博
士
）

簑

曳

矮

雛

門
三
年
目
に
技
け
役
る
と
云
は
れ
る
G

昔
は
簑
府
の
長
く
垂
れ
て
地

に
曳
く
心
の
が
多
か
っ
た
叫
今
は
畠
く
な
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
尾
莉

は
轄
か
に
す
ら
り
と
流
れ
て
地
に
曳
い
て
居
る
。
本
種
の
靱
準
儒
璽
は

雌
八
二
〇
瓦
、
雌
六
一

(U
瓦
で
、
憂
旨
て
香
美
郡
明
治
村
及
び
山
田
町
附

近
に
か
な
り
飼
は
れ
て
ぬ
た
も
の
ら
し
い
が
≫
今
は
僅
か
に
十
番
位
に

過
ぎ
な
い
さ
う
で
あ
る
。

i
屯

文
部
時
報
第
五
百
八
十
六
撃

記，
:¥ 

が、

3i 

る
が
、
ま
だ
十
分
に
固
定
さ
れ
た
も
の
で
は
た
く
、
屡
，
‘
，
肩
に
褐
色
の

万
毛
を
現
出
す
る
。
白
藤
鶉
矮
淮
で
は
頸
の
簑
花
は
白
く
，
儒
聞
は
黒

白
混
交
で
あ
る
。
三
色
斑
鶉
矮
維
は
櫻
碁
石
と
も
呼
び
，
褐
色
種
と
白

色
種
と
の
交
配
に
因
る
も
の
で
、
黒
、
褐
，

白
の
利
毛
が
一
二
色
斑
を
た
す
が
、
そ
の
混
交

度
は
個
璧
に
よ
っ
て
多
様
で
あ
る
。
鶉
矮
難

の
冠
は
四
つ
切
れ
を
理
想
と
す
る
が

B

五
つ

＾

切

れ

或

は

そ

れ

以

上

の

も

の

も

あ

る

。

耳

菜

鶉
は
椛
園
形
で
白
＼
頸
は
短
く
て
太
く
、
儒

委
繹
は
短
く
て
閂
！
＼
尾
窮
が
な
く
て
、
簑
窮

泄
、
が
腹
間
に
向
つ
て
彎
曲
し
て
届
り
，
そ
の
流

）
絲
麦
が
愛
で
｝
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
黒
色
型
に

白（
は
青
黒
色
の
脚
を
有
ず
る
忍
の
も
あ
る
が
、

一
般
に
責
色
の
脚
が
貴
ば
れ
る
。
こ
の
矮
誰

L

の
棚
準
憬
宣
は
揺
六
八

0
瓦
｀
，
雌
五

0
0瓦

で
あ
っ
て
，
曹
姐
七
、
八
辛
詈
ま
で
生
有
し
得

る
か
う
採
稼
は
専
ら
生
後
三
¥
四
年
の
も
の

か
ら
春
秋
の
二
回
に
行
は
紅
る
。
雛
は
弱
く

て
飼
育
は
至
難
と
去
は
れ
る
。
現
今
高
知
縣
下
に
飼
は
れ
て
居
る
も
の

は
褐
色
雙
五
十
番
¥
白
色
塵
十
番

p

鬼
色
製
五
番
、
白
誌
型
竺
番
:
三

在

0
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刊
叉
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行
の
節
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金
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受
け
ま
す

表

9
御
註
文
は
総
て
絢
金
に
願
ひ
ま
す
前
金
切
れ
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場
合
は
送
・
平
い
た
し
ま
せ
ん

＿
廣
告
聾
ピ
頁
五
拾
同
二
分
ノ
一
頁
参
拾
闘

廣

四

分

ノ

1

頁
拾
八
同
と
す

告
＿
褐
戴
頁
数
は
壼
部
侮
に
拾
参
頁
を
旭
ゆ
る
こ
と

を
得
デ

象
右
文
部
省
の
御
指
定
に
依
っ
た
も
の
で
す

．
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行
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大
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京
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京
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座
西
七
丁
目
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所

帝

國

地

方

行

政

學

會

電
話
銀
座
六
六

0
、
六
六
ズ
六
さ
一
、
六
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三
悉

捩
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貯
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口

座

東

京
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―

i
l
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ー
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中
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翡
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第
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賓
所
有
者
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更
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長
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高
等
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校
長
、
賓
業
専
門
學
校
長
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ー
道
府
縣
學
務
部
長
會
議
|
|
諮
師
隠
託

泣
鮒
闘
，
ー
ー
帝
囚
學
士
院
詑
愈
及
部
會
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ー
學
位
授
奥
認
可
1

専
門
學
校
入
屋
者
試
験
榛
定
合
格
者
｀
ー
！
米
澤
高

綿
工
梁
學
校
規
則
巾
改
正
ー
ー
令
澤
高
等
工
業
累
校
日
・
上
ー
ー
肯
立
質
業
専
門
學
佼
入
學
志
願
者
設
ー
ー
高
等
商
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嬰
狡
翌
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窄
勤
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狡
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検
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正
，
＇
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部
宗
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砂
宜
長
菜
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中
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l
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楓
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寺
派
誌
度
寺
法
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正

l
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猟
I
'

ー
大
日
本
史
将
出
阪
＇
ー
節
朝
|
—
退
職
ー
ー
死
去
：
…
…
…
。
・
・
・
"

...•......•...•.. 

s^
.
 

／ j¥ 

八〇

ー• ~. -- - - - -．ー‘.---••一•

｀ 
、紐~.. --ヘ--三‘/―岨之~---- --~---' 

-

5

 

t
r

〖
空
賓
史
蹟
名
謄
天
念
る

一

$
＇

9
,
a
.
'
\
,
9
9
,
＇
9
,
\
i

渭
＼

§
3

窯
<
i
~
\
<
<
'
t
,

，
'
り
が

胃

譴

疇

i
¥
o
<
i
‘
,？し

9,t,

一
庭
園
の
破
累
・e
.. 
,:・:ee ..... 590:
，
 

........•.•.........• 

，
．
，
；
麟
二
塁
疇
誓

h晶
店1
~

一一

一`□―
1
 ,

7
 

日
1芹

亙
口

1• 

方
費
豫
算
（

文
郊
大
臣
官
房
文
書
訳
：
・
：
立
八

龍

后

助

山

ぐ
d，刀

夏-J
 

又

尺
゜
：
．．． 
i

-

八

j
f
,
 

る

中

等

;。
．．．． 

o
 .
.
.
.
.
.
 

：
京
京
女
子
高
等
師
甑
學
狡
長

麗
育
粋
設
置
の
趣
旨
．．．．．． 

校

外

保

噂

喜

翫

籠

骰

に

院

て

：

．．．．． 
：
・
：
・
・
・
・
文
部
省
督
攣
官

中

學

校

修

身

料

毅

授

に

就

い

て

・

・

・

・

＇

璽

鸞

等

師

鯰

學

校

敦

諭

田

恒
己
且

方
目
！

春ロ

合頃
＂ンり匹

は
3

百
品

（
明
治
天
皇
御
製
二
酋

（
安
井
玄
蔀
大
惹
寓
嚢
）

文

区
酪
皇
太
后
御
歌

次
諄ぃ＊
 

文
リ

』
-
＂
＂
—

第
王
百
八
十
七
麟

下
付

壽
一

一
九 四 玉：

~ -．＿ ~_…冒―- --

云--°ー一―-- ----- ---＿ ＿ ----＿マ—--―-へ- -- - -----------“ 



醐
寮
史
蹟
名
膨
天
然
糾
念
物
を
詰
る

（
龍
居
校
長
）

こ
＼
に
は
そ
の
一
例
と
し
て
京
杯
某
翡
の
戻
囚
窒
摯
げ
ゃ
う
。

聾
諄
料
の
成
長
或
は
枯
損
そ
の
他
に
よ
る
庭
の
髪
化
は
賓
に
敷
殴

虚
に
之
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

を
怠
り
た
る
こ
と
に
よ

今
古
庭
闊
の
宣
例
に
つ
い
て
考
へ
る

に
か
人
る
自
然
の
力
に
よ
ろ
腐
態
の
鰐

化
は
数
へ
切
れ
ぬ
程
冬
い
が
t

植
物
の

枯
死
、
質
生
の
成
長
及
徒
長
枝
の
賂
理

図
外
の
雙
化
に
従
て
庭
屈

て
来
る
の
で
あ
る
。

止
ら
す
及

に て
、
容
易
に
景
観
の
髪
化
を
宋
す
や
う

に
息
は
れ
る
。
こ
れ
は
庭
園
円
の

の
と
な
っ
て
届

は
到
る

に
比
し

之
に
反
し
て
植
栽
吋
料
が
遠
要
な
も

攘破の趣定るよに長徒のンシクヤビヒラ＾

詑
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
．

J

も
の
で
あ
り

t

そ
こ
に
安
定
性
が
充
分

閻ー第

れ
て
ぬ
る
。

は
．
石
料
の

ど
も
完
分
堅
固
な

の

の
よ
く
侃
た
虹
て
ぬ
る
も
の

る
如
<
'
ぐ
ヒ
ど
ヤ
ク
シ
ン
の
無
意
義
な
る

繁
茂
に
よ
つ
て
，
庭
の
景
観
が
全
然
破
壊
さ

の
指
定
さ
れ
た

程
よ
く
庭
仝
例
の
景
観
か
椎
持
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ら
う
と
。

私
は
こ
れ
ま
で

に
つ
い
て
見
る
に

3

そ

胃
い
長
這
常
に
記
耀
せ
ら
れ
て
ぬ
る
の
で
あ
る
が
，
喜
県
に
忍
見
ゆ

璽
胃
示
す
通
り
｀
こ
の
庭
固
は
相
嘗
に
計
零
詈
瓦
竺
様
々
の
岩

9 ~• 

庭
園
の
保
存
潟
殊
に
現
朕
娯
持
と
い
ふ
こ
と
は
直
だ
困
罪
で
あ
っ
て

岩
石
の
み
で
造
ら
れ
て
ゐ

[ぁ

庭
の
如
き
も
｝

の
は
開
と
し
て
、
植
物
村
料
の
成
長
及
枯
冗
に
よ
る
戸
趣
の
鬱
賃
は
到
―

底
免
れ
得
ざ
る
所
で
あ
る

J

然
る
に
現
在
の
俣
存
方
釘
は
現
朕
紐
特
と
い
ふ
こ
と
に
た
つ
て
ゐ
一

る
。
共
所
に
多
少
の
熊
理
か
あ
る
0
は
巳
打
を
得
な
い
t

)

-

古
い
庭
蘭
に
し
て
今
日
ま
で
茂
さ
紅
て
ぬ
る
も
の
を
見
る
に
，
景
籾
｝｝

 

築
造
せ
ら
仇
て
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
~
如
何
程
髪
化
を
し
て

と
で
あ
る
か

b

姿
を
全
く
失
つ
て
ぬ
な
か
ら

P

池
と

か
山
と
か
乃
至
二
三
の
石
訂
と
か
℃
及
つ
て

f

一
の
磨
回
を
髯
成
し

3

，しる。

,¢" 

龍

居

訟

之

助

っ
た
景
観
を
呈
し
て
ぬ
る
恋
の
も
決
し
て
少
く
あ
る
ま
い
。

考
へ
る
と
庭
固
と
い
ふ
忍
の
は

3

極
め
て
注
意
深
く
，
紬
持
に

て
忍
，
あ
る
程
度
の
髪
化
は
之
を
全
く
防
ぐ
鐸
に
行
か
注
い
と
も

然
ら
ば
牧
々
は
如
何
な
る
杜
度
に
於
い
て
指
定
庭
園
の
現
朕
雑
持
を

し
て
行
く
こ
と
が
出
来
る
叫
少
々
心
訊
く
注
ら
ざ
る
記
得
な
い

Q

併
し
た
が
ら
こ
＼
に
か
う
い
ふ
こ
と
だ
け
は
云
へ
る
や
う
注
氣
が
す

る
J

く
こ

鯰
5

i

庭
園
の而

し
て
若
し
骨
格
か
永
く
保
た
礼
得
る
た
ら
ば
:

皮
や
肉
に
多
少
の
菱
更
が
あ
っ
た
と
し
て
も
~
人
の
力
に
よ
っ
て
、
餘

こ
の
種
の
萱
例
は
麿
所
に
見
受
く
る
所
で

あ
っ
て

t

決
し
て
珍
し
く
‘
)
な
い

(
3

そ
れ
か
ら
こ
肛
に
類
し
た
忍
の
に
、
重
要

た
る
植
栽
材
料
の
枯
損
に
卜
ご
令
庭
跳
の
髪
化

が
あ
る
。
こ
礼
は
賓
例
を
學
げ
る
ま
で
も
な
。

っ
1

‘
 

忍
外
力
る
こ
と
で
あ
る
。
而

く
常
飩
勺
て

ー
含

"
,
H
,
t

し
て
之
と
反
劉
尺
庭
に
出
来
た
貸
生
の
樹

木
を
そ
の
儘
に
放
置
し
て
姦
く
と
，
終
に
は

成
長
し
て
,
庭
全
慌
の
景
観
を
損
す
る
場
合

忍
少
く
な
い
。
尤
も
多
く
の
揚
合
門
園
主

巧
何
毎
の
深
音
考
へ
忍
な
し
に
、
自
然
生
の

宜
生
を
可
愛
が
つ
て
育
て
と
行
っ
た
た
塁

か
i
る
回
日
か
ら
ざ
る
結
果
に
陥
る
も
の
で

あ
る
。

史
蹟
名
勝
天
然
記
念
物
調
査
會
委
員

東

京

高

等

造

詞

學

校

長

の

＂ユ—ず等呉
芦や

‘
,
’
’
~
t
ー
，
｀
ー9
ー
，
＇
9
·ー
§
~
;
‘
~
9
ぇ
又
:
‘

言
寅
史
言
〗
名
悶
天
然
記
念

'^
f

、'i、y,i,し
が

文
部
時
報
第
五
百
八
十
七
蒻

々
の
注
意
に
よ
っ
て
現
朕
を
保
ち
ゅ



醐
賓
史
陪
名
膀
天
然
紀
念
物
を
謡
る

｝五

よ
る
山
の
崩
潰
又
は
水
害
に
よ
る
定
の
破

り
た
く
あ
る
が
、
自
然
力
に

壊
も
少
く
な
い
。

庭
園
が
山
胆
又
は
山
麓
な
ど
に
造
ら

れ
て
わ
る
場
合
、
自
然
の
力
に
よ
っ
て

山
が
崩
れ
る
と
い
ふ
こ
と
が
あ
る
。
而

し
て
庭
の
全
匿
或
は
一
部
が
埋
没
し
て

了
ふ
こ
と
も
少
く
な
い
。
＂

例
へ
ば
近
年
京
都
京
山
た
る
慈
照
寺

（
銀
閣
寺
）
の
山
腹
に
於
い
て
寝
掘
せ
ら

へ
て
も

t

れ
た
る
漱
蘇
亭
址
の
庭
の
如
き
見
餘

程
早
い
時
代
に
埋
れ
て
わ
た
も
の
ら
し

く
、
共
所
に
江
戸
時
代
初
期
の
節
が
建

て
ら
れ
て
ぬ
る
こ
と
か

永
い
間
地
中
に
あ
っ
た
こ
と
と
思
は
紅

る
。
彼
の
都
名
所
圏
會
や
都
林
泉
名
防

圏
曾
は
、
訳
か
い
祠
か
く
賞
見
を
揺
寛

し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
等
の
書

物
に
も
と
の
磨
の
こ
と
は
記
載
せ
ら
礼

て
ぬ
な
い
。
然
ら
ば
若
し
現
代
に
至
て
，
之
を
餐
掘
す
る
こ
と
が
た
か

っ
た
と
し
た
ら
、
永
久
に
地
中
に
蔽
は
れ
て
ぬ
た
に
逹
ひ
た
い
。

被
り
.
石
組
な
ど
の
蜆
存
ず
る
も
の
は
甚
だ
少
い
。
ま
た
最
近
の
質
例

で
は
昭
和
九
年
に
岡
山
の
後
築
間
が
旭
川
の
氾
濫
に
よ
っ
て
害
を
被
つ

た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
ら
う
。

以
上
は
ホ
ン
の
ニ
―
―
一
の
宵
例
に
つ
い

て
自
然
の
力
に
よ
る
庭
園
の
編
冬
化
を
述

べ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
仇
と
同
時
に
注

意
す
べ
き
は
人
為
に
よ
る
髪
化
で
あ

る．
3最

近
評
判
と
な
っ
た
東
京
覆
草

莱
園
の
如
く
，
根
祗
か
ら
之
を
破
壊
す

る
と
い
ふ
こ
と
も
犀
；
あ
る
が
、
こ
＼

T

で
は
そ
の
や
う
な
こ
と
を
問
因
と
は
し

な
い
。
寮
ろ
あ
る
庭
を
よ
り
よ
く
せ
ん

と
し
ご
羨
慮
な
る
輩
が
そ
の
一
部
に

何
物
か
を
附
加
し
、
叉
は
改
造
す
る
が

謡
め
の
雙
化
で
あ
る

Q

こ
れ
は
自
然
の

カ
以
上
に
恐
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

こ
の
種
の
翌
倒
と
し
て
は

B

京
都
の

等
持
院
庭
園
を
摯
げ
て
み
や
う
。
~
＞

と
の
庭
は
少
く
と
も
江
戸
時
代
の
末
ま
で
傭
へ
ら
れ
た
姿
と
や

（
龍
居
狡
長
）

こ
れ

と
同
じ
ゃ
う
な
例
は
他
に
も
往
々
見
る
の
で
あ
る
か
ら
沿

に
よ
る
底
の
襲
化
も
決
し
て
少
く
た
い
と
思
ふ
。

囮二第態｝［たるたれさ 1罰褒の址亭醇淑寺照慈都京

か
4
る
原
因

ま
た
水
の
力
に
よ
る
響
応
見
洪
水
に
よ

る
も
の
が
最
も
多
い
が
、
時
と
し
て
は
池
の

排
水
が
宜
し
く
な
い
楊
合
に
は
、
水
位
が
高

ま
り
、
゜
謡
め
門
池
中
の
島
の
土
砂
が
加
札

落
ち
て
；
島
の
岩
石
の
み
が
残
り
｀
築
誓

初
の
悌
を
失
ふ
こ
と
忍
あ
る
。
最
近
指
定
せ

ら
れ
た
和
歌
山
縣
高
野
山
天
徳
院
の
池
な
ど

も
こ
の
獣
が
大
に
心
配
で
あ
る
。
若
し
現
在

の
ま
＼
に
放
置
し
た
な
ら
ば
，
島
の
姿
が
漸

次
菱
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
汎
か
ら
京

都
鹿
苑
ぎ
金
閤
寺
）
の
他
中
に
岩
石
が
饂
虹

岩
の
や
う
に
硬
つ
て
ゐ
る
が
b-aeC
訊
等
の
中

に
も
；
最
初
は
小
さ
な
島
と
し
て
築
か
仇
た

も
の
応
土
紗
を
失
つ
て
骨
紐
だ
け
を
茂
し

て
ぬ
る
も
の
が
あ
る
。

洪
水
の
た
め
に
破
壊
さ
れ
た
る
庭
園
の
例

と
し
て
は
古
い
も
の
に
京
邸
西
芳
寺
の
磨
園
が
あ
る
。
こ
の
庭
は
室
町

＼
↓
る
も
の
で
は
あ
る
が
，
そ
の
後
厨
:
洪
水
の
害
を

時
仕
の
築
造
に
か

硯
今
の
姿
と
で
は
大
分
違
つ
て
ぬ
る
。

の
山
と
綾
け
ら
れ
て
半
島
と
な
っ
て
了
っ
た
。
そ
の
形
が
如
何
に
忍
不

自
然
で
あ
り
，
無
理
が
あ
る
C

従
て
閲
路
も

昔
は
島
を
縦
て
釘
岸
山
上
の
清
渓
亭
に
通
つ

闘三第闘庭寺芳西郭京

ヽ
泡
ヽ

つ
ま
り
昔
の
島
の
北
部
が
背
後

て
ゐ
た
忍
の
が
失
は
れ
¥
池
の
西
岸
に
沿
う

て
山
上
に
至
る
や
う
に
改
め
ら
れ
て
ゐ
る
。

そ
の
上
如
何
は
し
い
麿
物
利
用
の
祖
末
な
石

村
で
島
忙
八
橋
風
の
橋
が
架
け
ら
れ
て
ぬ
る

な
ど
後
人
が
改
造
し
て
、
庭
の
景
観
を
担
し

て
ゐ
る
黙
が
甚
だ
多
い
a

そ
こ
で
私
は
之
を
選
憾
に
尼
已

3

最
近
同

院
住
麟
と
た
つ
て
居
ら
れ
る
尾
闘
本
孝
師
に

そ
の
話
を
し
た
所
，
若
し
出
来
る
こ
と
な
ら

観
態
に
復
せ
し
め
た
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た

か
ら
、
先
頃
よ
り
復
駕
に
着
手
し
て
ゐ
る
。

尤
も
復
藷
と
云
つ
て
も
、
改
造
の
貼
が
明
ら

か
に
分
つ
て
わ
る
の
で
、
故
意
に
埋
め
た
土

を
注
意
慄
＜
除
去
し
て
み
た
ら
，
寓
置
（
第
五

閻
の
如
く
ゃ
島
の
北
憫
に
立
派
た
池
の
護
岸
が
現
は
仇
た
の
一
3
'

何
等

の
不
安
心
な
く
響
口
岸
の
土
を
除
い
て
み
た
ら
玉
曰
の
階
段
が
出
て
来
た
。

文
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門
家
に
あ
ら
ざ
る
者
も
，
常
識
的
に
括
へ
得
べ
き
こ
と
と
思
ふ
が
，
そ

れ
に
し
て
恋
餘
り
に
多
く
の
あ
る
筏
度
ま
で
防
ぎ
得
べ
ぎ
原
因

に
よ
つ
て
餃
虹
五
ら
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る

J

最
後
に
乱
は
彼
の
橘
守
部
に
命
じ
て
喜
翠
園
記
を
謬
ば
し
め
た
訟
浦

罠
の
言
菜
を
録
し
て
こ
の
稿
を
結
ば
う
と
恩
ふ
。

の
終
に
自
ら
記
し
た
る
所
の
心
の
で
あ
る
。

嵌
策
園
記
は
流
布
，
年
の
咋
忙
‘

う
で
あ
る
。
そ
の

し
た
政
文
を
自
ら
蒼
い
て
ぬ
る
が
、
そ
の
終
に
『
そ
も
／
＼
今
か
く
し

る
し

る

脊
物
に
な
っ
て
ゐ
る
も
の
が
あ
る
や

匹
訟
浦
謬
ぶ
3

ぇ
園
記
を
探
ば
し
め
た
理
由
を
記

の
な
肛
る
う
へ
は
墾
家
の
八
十
つ
さ
き
は
つ
こ
の
末
ふ
、
ま
で

｛
 

も
庭
の
す
が
た
は
直
に
も
い
は
す
木
草
一
も
と
た
り
と
忍
み
た
り
に
う

っ
し
か
へ
て
此
記
の
こ
と
工
に
七
む
く
響
な
か
汎
も
し
石
か
き
く
え
な

は
忍
と
の
か
た
ち
に
直
し
つ
く
ろ
ひ
木
草
か
れ
汽
は
忍
と
の
さ
ま
に
う

ゑ
そ
ふ
へ
し
こ
れ
か
た
め
に
こ
と
葉
を
く
鯰
へ
て
い
ま
し
め
苓
く
に
汝

む
。
天
俣
五
年
四
月
源
朝
臣
霞
羅
』
と
謬
茨
国
を
永
久
に
保
存
立
す
べ

し
と
い
ふ
彼
の
希
望
と

3

骰
冗
な
る
現
欣
揺
持
就
だ
主
板
し
て
ゐ
る
。

ヘ
闘
llo
な
く

こ
れ
は
彼
が
同
胴
記

か
く
ま
で
正
先
が
腔
来
の
こ
と
を
菱
虚
し
て

破
壊
せ
ら
肛
て
仰
く
こ
と
を
息
へ
ば
~
名
鳳
の
所
有
者
成
は
管
醗
者
た

ろ
も
の
は
餘
租
細
心
の
注
意
を
加
玄
す
る
こ
と
と
思
ふ
。

（
他
届
校
長
）

ヽ
← _ 

主
七

た
る
上
は
、
宅
附
時
代
庭
罰
中
，

る
淵
口
の
石

そ
の

―― 

一
員
を
造
め
て
ぬ
る
。
そ
虹
故
此
の
庭
を
昔
の
姿
に
復
し
得

ュ
了
―
—

場そ
所がノ
にの
架 み
けな

・ふ ヽ

らら
汎 未
て山
ぬ上
たの
昔 兼
の石
橋の
杖間
るに
こ，f市

じ～

と Jil
悲し，
判て
附 あ
しつ
たた
の胄
で 石
＇が
ロこ
下 の

--~-し-----．--～---・-ク---~‘---・•一―-----マ~·-・----～、----`ー9~2--‘’

回底院持等部京

文
郊
吟
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鈎
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百
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，
ャ
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闘四第

ノ
て
永
く
保
存
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と

る
本
庭
園
が
保
存
上
に
玉

思
ふ
。
さ
す
礼
ば
今
後
再
び
か
く
の
誓
祭
認
な
る
改
悪
が
企
て
ら
札

ぬ
こ
と
で
あ
ら
う
。

誓
述
べ
寮
り
し
所
且
註
が
今
更
ら
し
く
説
く
ま
で
も
た
＼
毒

一六

閏五第
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四
月

麟
賓
史
蹟
名
院
天
然
紀
念
物
を
語
る

の
で
あ
る

J

宜
で
あ
克
此
の
遠
跡
の
迄
存
欣
態
に
依
つ
て
飩
に
失
は
仇
た
諸
國
の

國
荷
の
儘
制
を
推
究
し
得
る
と
共
に
¥
極
め
て
漠
然
た
る
形
跡
を
残
す

た
景
膀
の
地
を
占
め

b

上
代
帝
都
の
地
た
平
成
京
な
ど
の
地
形
に
類

似
し
、
そ
の
梅
澱
に
而
す
る
形
勢
は
，
正
に
大
化
改
新
常
時
の
帝
都
た

□0

/

／
i

口

旦

二

囚

□口[口[

蹟
は
、
隠
喜
代
の
逹
砂
と
し
て

0
i
[
:

□[―誓竺ニニ
a

[

は

L

周
誓
一
の
水
系
た
る
佐
被
川
の
下

ー

必

位

；
周
流
平
野
に
連
麟
し
て
居
る
の
で
給
記

"-

』
8

止

U

4

百
゜
＇

は
、
最
も
古
い
も
の
紀
厨
し
；
然

3
]

止lL
上
ム
蒼
乏
止
ふ
い
{
"
]

L

／
防
置
域
は
相
嘗
に
廣
く
、
陸
の
要
衛
に

ご
：
一
念
し
狡
、
●
JLy止

か

も

地

方

開

化

の

筐

獣

と

誓

べ

き

讐

渭

叶

臼

胄

請

｀

上

｀
二
賣
言
｀
鴫
〗
ハ
且
固
位
し
二
喜
近
畿
旭
方
に
通
じ
二
四

畜ハ

璽
要
な
編
所
で
あ
る

ogn．
ち
大
化
改

妍
以
後
、
地
方
制
度
と
し
て
腐
施
さ

i!JLU,
上
F

占
守
麟
靡
ゾ
a

1

止
:
ゾ
術
は
九
州
地
方
に
連
綺
し
得
る
交
通
上

：̂

4;-．

も

4

"

-

゜

誓

閻

司

の

言

の

趾

で

あ

る

か

応

戻

已

極

言

11

塁
ぇ
ム
｀
゜
趾
の
衝
黙
に
あ
る
の
で
あ
る
。

9.&"-

乙
寮
い
屯
國
荷
の
環
境
に
於
て
注
意
す
べ
き

□吐
ロ
ー
1
ー
贔
攀
'

ら
：
そ
の
時
伏
に
於
け
る
交
通
、
社

7
1
□]畜
丁
／

共止

L:[°
物

9
9は

、
古
墳
の
分
布
で
あ
る
。
多
々
良

、
，
止
，
翠

7.m

心

"l

上

止

『

一

寺
の
分
布
'
物
資
の
集
散
ヽ
緊
落
の

ご，
8
l
L
0
、
9

J
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翌
噸
笥

`
§
！
祠

H
:
a盗
塁

｀

’

砂

員

山

の

麓

に

も

そ

の

讐

誓

部

分

に

も

歪

,4gr-

消
長
；
文
化
の
交
流
等
を
考
察
す
る

"
-
＆
土
参
畜

ュ4

．
氏
厄
さ
古
墳
が
存
す
る
。
山
上
塚
と
桐
す
る

「ピー'、
JL

9.-i 
羹
翠
Ic
良
4

L

ぶ

―

止

9
9
[

告

桐
軸
と
た
る
忍
の
で
あ
る
。

箪
塁
哀
齢
：
―
!
咳

旦
｀
ょ
‘
．
翠
n
i
-
口

止

謬

il0
の
は
未
疲
掘
と
認
め
ら
れ
る
が
，

ぃ
9
f
幻”り
礼
凱
尉
已
〗
憫
荷
証
の
東
北
限
に
近
き
一
古
墳

服
蒻
翡
t
闘
闘
品
さ

憎

i
慮
囚
碍

二

し
＂
し
訪
~
~
9
e

周

防

國

術

証

は

、

山

口

縣

防

府

市

（

掠

臨

地

測

最

部

地

形

同

）

は

，

南

に

口

を

開

い

た

石

室

を

露

出

大
字
東
佐
波
令
に
在
る
。
北
に
多
々
良
山
三
囮
披
二
百
二
十
五
米
突
）
を
し
て
居
る
。
此
附
近
に
は
尚
二
、
三
の
古
墳
が
あ
る
。
叉
圃
徳
趾
の

賃
門
南
は
三
田
尻
膏
こ
江
ノ
泥
）
に
臨
み
§
所
謂
陰
を
閉
ぢ
陽
に
開
い
酉
、
約
七
町
ば
か
り
を
隔
て
た
防
府
市
飼
の
内
に
車
塚
と
招
す
る
的
方

r~ 
~
‘
、
~

（
上
田
懸
託
）

•`i 

一
日
開
會
の
新
官
制
に
よ
る
史
蹟
名
誘
天
然
紀
念
物
調
査

會
に
於
て
指
定
さ
る
べ
音
も
の
と
決
し
た
史
蹟
の
内
、
表
記
の
息
の
に

就
て
其
の
掟
概
生
記
し
て
見
や
う
。
史
蹟
の
指
定
は
、
大
正
十
年
三
月

に
始
ま
り
葡
来

5

歳
を
閃
ず
る
こ
と
＋
有
七

3

指
定
件
数
は
、
既
に
七

百
を
認
え
て
居
る
が
し
同
荷
証
〈
或
は
同
嗣
趾
）
の
指
定
さ
乳
た
も
の

は
．
未
だ
一
箇
所
忍
見
嘗
ら
な
い
。
さ
肛
ば
今
同
指
定
さ
る
べ
含
息
の

と
決
し
た
周
防
國
荷
趾
は
,
此
種
の
史
践
の
指
定
と
し
て
は
最
初
の
も

周

防

文
部
時
戟

第
菟
百
八
十
八
摯

の

然
し
周
防
胴
而
に
闘
連
あ
る
史
蹟
の
内
、
敷
山
城
趾
（
防
府
市
所
在
）

｛
 

｛
は
昭
和
十
年
六
月
に
指
定
さ
れ
:

｛
は
同
年
十
二
月
に
指
定
齊
と
斉
賃
汽
佐
波
川
闘
水
こ
，
佐
波
郡
八
坂
村
大
字

船
路
所
在
)
辺
3

}

近
、
＼
告
示
さ
紅
る
筈
で
あ
る
。
此
等
に
闘
し
て
は
後

項
に
記
す
積
り
で
あ
る
。

討
同
の
國
而
の
所
在
地
は
、
゜
罰
府
、
古
府
)
府
，
或
は
府
中
等
の
地

名
に
依
つ
て
推
定
さ
汎
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
大
部
令
は
哀
然
と
所
在

地
域
を
指
す
位
に

め
て
稀
で
あ
る
。

に
周
防
関
は

3

國
荷
の
諮
革
が
他
の
国
々
と
異

つ
て
居
っ
た
為
め
に
，
其
遺
跡
を
確
賓
に
指
摘
し
得
る
の
は
著
し
い

文
部
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史
蹟
詞
査
卿
託
上
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趾
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念

勃

を

語

田

四
九

野
谷
石
鳳
呂
拿
に
披
郡
柚
野
村
所
在
）

四
八

平



鼠
喪
史
似
名
膀
た
然
紀
念
物
を
語
る

後
圏
型
の
古
墳
が
あ
っ
て
石
室
を
露
出
し
て
居
る
。

應
永
二
十
三
年
十
一
月
十
日
の
阿
獨

陀
寺
文
害
に
府
巾
車
塚
掘
毒
去
々
と
あ

る
の
は
此
の
古
墳
の
事
で
，
共
の
名
稲

の
古
い
こ
と
を
翠
紅
す
る
に
足
る
の
で
あ

る。
同
荷
の
酉
方
佐
波
川
流
域
は
、
河
逍

の
雙
忍
奢
し
く
，
其
の
方
回
ま
で
延
長

し
て
居
っ
た
と
恩
は
れ
る
條
里
の
跡
は

崩
壊
し
て
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
國

荷
は
最
初
三
田
尻
譴
頸
の
比
餃
的
高
燥

た
綿
分
を
選
ん
だ
｛
為
め
に
佐
波
川
下
流

の
河
道
の
雙
造
を
蒙
ら
す
。
随
つ
て
其
附
近
の
條
里
は
整
然
と
し
て
貨

．
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…
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i
r
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9し冑・

ャ
d
9

れ
て
は
之
れ
が
再
興
の
事
を
讀
せ
ら
れ
平
家
誡
亡
の
翌
年
郎
ち
文
治
二

年
三
月
に

b

御
院
領
で
あ
っ
た
周
防
因
を
屎
大
寺
の
造
雀
料
所
と
し
て

知
行
せ
し
め
鉛
ふ
こ
と
と
な
っ
た

J

時

の
大
勒
逆
は
俊
乗
坊
萱
源
で
あ
っ
て
沿

作
許
集
に
「
蒙
京
大
寺
造
似
肋
定
」
と

記
さ
肛
て
居
る
。
重
源
は
始
め
醍
醐
寺

に
丸
r

び
B

後
，
注
然
上
人
の
門
下
と
な

り
．
，
南
無
阿
獨
陀
佛
と
闘
し
．
り
仁
安
二

年
宋
に
渡
つ
て
修
業
し
、
翌
年
九
月
榮

門
と
北
に
鯰
朝
し
て
町
び
饂
醐
寺
に
住

し
て
屈
っ
た
か
~
幾
利
忍
な
（
、
東
大
寺

詞
具
の
大
任
を
蒜
し
て
入
寺
し
、
大
仰

復
興
に
共
の
積
根
を
傾
倒
し
た
の
で
あ

る
Q訂

箕
の
第
一
着
手
は
良
材
を
集
め
る

こ
と
で
あ
っ
た

Q

霞
加
は
文
治
二
年
四

月
¥
宋
人
陣
和
判
や
番
匠
名
を
作
ふ
て

囚
防
國
に
下
向
し

t

主
と
し
て
仇
波
川

上
流
の
山
林
に
入
っ
て
良
材
を
伐
採
し
之
を
筏
と
し
て
流
下
す
る
方
法

を
i
"

語
じ
た
。

る
の
で
あ
る
。

各
一
町
誌
に
道
路

E

小
痙
さ
畦
畔
を
築

い
た
背
な
が
ら
の
罰
劃
が
親
存
し
て
居

地
の
條
里
は
略
正
方
位
に
餃
計
さ
れ
、

田
制
に
基
づ
く
條
里
の
選
跡
の
存
在
す

る
こ
と
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
此
の

更
に
図
荷
趾
鎚
に
其
附
近
に
古
代
の

支
部
時
報

第
五
百
八
十
八
競

（
上
田
鴨
託
）

景全趾街國防周市／i屈膨縣口 l.il

玉，

周
防
の
圃
荷
証
は
現
在
に
於
て
比
絞

的
確
貸
に
観
察
し
得
る
罰
荷
証
の
唄
一

の
存
在
で
あ
る
理
由
は
‘
>
厨
防
罰
が
固

司
制
度
の
終
末
期
た
る
文
冶
二
年
（
七

百
五
十
一
年
前
）

に
東
大
寺
の
知
行
固

と
な
り
，
其
の
闘
係
が
連
綿
と
し
て
武

家
時
代
を
認
過
し
明
治
維
新
に
至
っ
た

と
云
ふ
全
国
に
比
類
な
き
泊
革
を
有
す

る
翌
め
で
あ
る
。

周
防
國
は
平
安
末
期
に
後
白
河
法
皇

の
御
院
領
と
な
っ
て
居
っ
た
が

3

治
承

四
年
十
二
月
に
聖
拭
天
皇
の
御
願
に
依

つ
て
鎮
護
國
家
の
道
場
と
し
て
処
立
さ

れ
た
奈
良
の
東
大
寺
は
，

平
露
衡
の
兵

火
に
遇
つ
て
堂
塔
伽
藍
殆
ど
燒
失
し
て
し
ま
っ
た
。
朝
廷
に
於
か
せ
ら

木
村
の
搬
出
は
≫
水
姐
多
き
四
月
よ
り
七
月
下
旬
に
か
け
て
行
は
仇

た
汽
佐
被
川
は
水
が
茂
い
認
め
に
巨
村
は
容
易
に
流
下
せ
す
。
依
つ

て
菫
源
は
川
床
を
横
斯
す
る
礫
堤
を
築

硲

い
て
水
を
構
え
，
一
方
信
に
水
路
を
迄

へ‘

つ
て
木
材
を
流
下
せ
し
む
る
方
法
を
採

>』
-`

桑

っ
た
。
狐
方
で
は
之
を
闘
水
[
`
せ
き
み

舷
翁
.

9

.

残

會

づ
了
と
稲
し
，
之
を
造
る
こ
と
百
十
八
箇

存

芯`

琺

J

央
）
所
に
及
ん
だ
と
云
ふ
。
史
蹟
と
し
て
指

が
，
＇
、
｀
周

rr,

．

似

（

召
和
定
に
決
し
た
「
佐
波
川
闘
水
」
は
、
八
坂

國

土

H

,

"

徊

羹

，

r

羨
t

負
、

t

、

ク

1

二
村
の
北
端
佐
被
川
幹
流
の
一
部
分
で
；

'
、
心
止ri 

で
3
『

t

.

9

f

T

j

年

•
[
,
.
5
4

鼻
，
鱈
喜
二
水
路
著
し
く
屈
曲
し
、
諸
所
に
急
誓

E
 

リ
現
り
阿
岸
に
岩
壁
あ
り
、
川
床
に
は
大
小

．＇界

怒

在

．

の

南

•
重
＾
ぷ
．

{
べ
曇
’
将
〗
、
塁
此
（
の
岩
石
起
伏
し
て
誓
汽
宣
源
が
流

木
の
際
に
岩
上
で
心
鍔
を
詞
し
た
と
儲

て

”※
 

麦

撮

冒
讐
へ
、

ロ

．

諺

．

恥

影

ふ

る

念

伽

岩

が

あ

る

。

其

の

下

流

に

は

〗
〗
｀
口
｀

9
.
“

坊
羹
と
諮
す
る
埋
木
が
二
本
あ
っ

冒
虐
三
ロ
・
[
〗
〗
0〗□

年
八
月
二
日
大
洪
水
の
節
，
栂
と
檜
の
材
を
筏
と
な
し

3

蓮
花
坊
之
に

乗
っ
て
流
下
の
際
，
筏
は
不
幸
に
し
て
念
徘
岩
に
循
突
し
、
筏
糾
は
切

る
こ
と
に
も
社
る
の
で
あ
る
。

態
を
保
つ
て
居
る
事
賓
門
同
時
に
國
而
の
位
置
か
創
始
の
常
時
か
ら

連
綿
存
続
し
て
髪
化
な
き
こ
と
を
物
語

五
0



断
さ
紅
＂
斗
迦
花
坊
は
溺
死
し
｀
木
材
は
礫
砂
中
に
塊
没
し
た
史
し
今
日

に
至
っ
た
も
の
と
博
へ
ら
汎
，
此
の
池
方
で
は
印
請
ひ
の
玲
め
，
此
の

坊
主
木
に
蒜
葛
を
結
び
一
人
の
音
頭
取
り
の
指
揮
の
下
に
襲
百
人
の
群

集
が
之
を
曳
く
匠
事
が
茂
つ
て
居
る
が
う
児
木
は
寸
芦
零
息
動
か
な
い
。

立
れ
は
闘
水
に
附
認
し
た
溶
宜
で
あ
る
が
，
闘
水
の
遺
禎
と
し
て
蜆

存
し
て
居
る
も
の
は
此
の
附
近
に
三
箇
所
を
散
ふ
る
の
み
で
あ
る

3

叉

冗
諒
は
採
材
に
従
事
せ
る
多
数
の
入
夫
の
勢
を
胃
す
る
誘
め
に
諸
所
に

「
石
鳳
呂
，
〖
蒸
風
呂
）
を
造
つ
て
使
用
せ
し
め
た
が
、
そ
の
遺
輯
の
内
）

柚
野
村
大
字
野
谷
に
存
す
る
も
の
は
比
較
的
完
形
の
も
の
と
し
て
史
蹟

に
指
定
さ
れ
て
居
る
。
然
し
璽
加
の
採
村
の
苦
心
は
想
似
以
上
で
，
王

葉
の
文
治
一
一
一
年
十
月
の
條
に
は
、
直
源
が
京
都
に
上
り
九
條
兼
宜
に
採

木
の
困
難
な
朕
況
を
物
語
っ
た
記
事
が
あ
る
。
之
に
加
ふ
る
に
武
家
認

治
の
開
幕
に
依
つ
て
蛾
頭
等
の
検
暴
）
武
士
の
狼
籟
危
瀕
繁
で
、
硫
石

の
直
源
も
一
時
は
造
寺
奉
行
闘
を
熊
退
唸
ん
と
し
た
程
で
あ
っ
た
が
)

後
白
河
法
皇
の
厚
き
御
恩
遇
に
感
激
し
'
地
頭
等
の
勢
力
に
釘
抗
し
て

よ
く
國
筒
の
櫂
威
を
侃
ち
得
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
京
大
寺
に
於
て
は

工
事
大
に
進
捗
し
，
廷
久
元
年
十
月
上
椋
式
を
行
ひ
、
同
六
年
三
月
竣

工
式
を
終
へ
た
の
で
あ
る
。
此
等
は
全
く
粋
佛
の
加
謹
に
依
る
息
の
と

信
じ
た
重
節
は
玉
周
防
一
宮
た
る
玉
姐
詞
註
の
御
賢
殿
其
他
を
詞
興
し
、
’

叉
先
に
国
府
の
京
沿
杞
部
山
の
麓
孟
四
荷
の
東
北
約
一
里
）
に
阿
鷲
陀
寺

再
び
東
大
寺
の
知
行
と
な
っ
た
。
延
そ
元
年
二
月
酉
走
し
た
足
利
高
氏

は
九
州
に
於
て
類
勢
を

同
し
、
四

月
末
長
府
を
顎
し
て
京
上
し
た
っ
此

時
防
長
二
州
は
殆
ど
足
利
方
忙
応
し

た
が
：
大
内
弘
直
と
棗
大
寺
の
被
官
た

る
図
荷
の
小
門
代
汀
尊
筐
非
違
使
敦

乗
の
二
師
は
頸
と
し
て
之
に
態
ぜ
ず
、

弘
由
は
石
見
に
於
て
賊
軍
と
翫
ひ
活

賃
毅
繋
師
は
右
見
の
官
軍
小
笠
原

蔵
人
『
一
郎
長
光
の
限
援
を
柑
て
、
胄
荷

の
北
に
位
す
る
矢
筈
嶽
の
八
合
目
（
約

泊
扱
三
百
七
十
米
突
）
た
る
敷
山
騎
観

寺
の
堂
を
以
て
本
唸
」
に
充
て

b

之
に
立

て
紅
っ
た

3

周
防

足
刊
方
を
驚
か
し
た
の
で
、
古
四
氏
は
命

を
上
野
頼
兼
に
下
し
て
石
見
~

長
門
の
兵
を
合
せ
て

し
め
た
。

清
鑢
"
3

喜
来
の
附
価
は
天
貼
に
蝶
り
多

年
憎
呑
せ
し
國
両
の
咸
力
を
寝
輝
し
て

之
と
叡
っ
た
が
、
‘
叢
か
る
敵
は
大
手
よ
り
本
堂
に
攻
め
入

闊
賓
史
蹟
名
舷
犬
然
紀
念
物
を
問
る 字

文
部
時
雑
第
査
百
八
十
八
斌

（
上
田
四
託
）

を
廷
立
し
て
後
白
河
吐
i

皇
の
後
生
安
穏
を
祈
り
卒
っ
た
が

3

更
に
寺
用

い
田
畠
二
十
五
町
九
段
を
定
め
て
之
を
保
護
し
た

J

周
防
國
は
平
家
誡
亡
の
翌
年
か
ら
凡
そ
二
十
年
間
東
大
奇
の
知
行
國

と
し
て
、
建
永
元
年
霊
源
示
寂
の
時
ま
で
同
務
を
執
つ
て
居
っ
た
が
‘
造

二
賓
か
一
段
落
を
告
げ
た
の
で
、
新
に
山
城
國
法
膀
寺
の
九
雷
塔
の
造
蟹

料
國
に
充
て
ら
れ
て
六
筒
年
を
醒
過
し

B

次
で
京
都
感
帥
院
〔
八
坂
，
）
の

｀
聾
員
罰
と
な
り
、
宣
喜
三
年
再
び
棗
大
寺
の
知
行
図
と
な
り
，
大
諧

～
堂
造
鶯
大
勤
進
櫂
律
師
行
勇
が
國
務
を
管
理
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
以

｝
後
東
大
寺
の
大
勘
進
か
事
覧
上
従
来
の
國
司
と
同
様
の
位
置
に
あ
っ
た

の
で
，
之
を
國
司
詞
叉
は
國
司
上
人
と
揺
す
る
に
至
っ
た
。
大
勘
進
は

國
務
訊
行
の
為
め
目
代
，
小
目
代
、
桧
非
逮
使
の
下
役
を
任
命
し

P

在

図
し
て
吏
務
を
執
ら
し
め
た
の
で
あ
る
か

f

｀
行
勇
以
後
の
因
務
管
理

賛
目
伐
、
小
目
八
稔
非
違
使
蚊
其
在
職
年
数
等
は
大
正
十
四
年
の
夏
)

｛
奈
良
京
大
寺
上
生
院
の
未
整
謹
記
録
中
よ
り
預
見
せ
ら
肛
た
「
周
防
因

｛
吏
務
代
々
過
現
名
帳
」
に
依
つ
て
明
か
で
あ
る
。
元
束
之
れ
は
東
大
寺
沙

―
汰
所
に
引
綸
が
れ
た
記
録
で
あ
る
が

r
J

此
の
外
に
も
在
鰯
官
人
は
相
露

]
叡
に
上
り
、
周
防
の
名
族
多
々
良
氏
（
大
，
門
氏
〗
）
の
如
き
忍
此
の
門
に
あ

っ
た
。
叉
目
代
の
内
に
は
，
翌
尻
分
寺
た
る
東
大
寺
と
密
接
の
闘
係
あ

る
周
防
瞑
分
寺
の
甘
闘
も
あ
っ
た
。
建
武
中
興
の
時
，
一
時
周
防
国
を

監
同
安
藝
と
共
に
大
門
裏
の
慈
督
料
胴
に
充
て
ら
れ
た
が
修
功

り
，
｝
唄
師
は
逹
に
批
烈
な
る
翫
冗
を
遂
げ
た
の
で
あ
る
。
之
九
卯
ち
廷

同防脳店
5屈之図（宮幡八は下、寿屈忍國は上）

五

冗
冗
平
七
月
四
日
の
事
で
，

周
防
嵐
吏

袴
代
々
過
蜆
名
帳
の
二
師
の
傍
に
「
廷

讐
―
―
年
七
月
四
日
璽
伐
共
於
敷
山
垢
討

死
畢
」
と
記
さ
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。

敷
山
城
は
其
の
頃
の
城
師
に
は
珍
し
か

ら
ぬ
寺
院
城
郭
の
例
で
あ
っ
て
、
、
彼
の

笠
置
山
三
船
上
山
ぶ
虚
山
等
と
同
様
、
山

地
に
存
す
る
寺
院
を
以
て
城
郭
に
充
て

た
忍
の
で
あ
る
。
現
今
敷
山
城
証
と
し

て
指
定
さ
れ
た
虞
は
、
南
門
証
;
十
二

雙
十
二
坊
趾
）
，
本
堂
趾
等
で
，
特
に
本

堂
証
に
は
燒
爛
し
た
荘
石
は
原
位
説
の

ま
i
存
し
て
居
る
が
、

の
韓
字
を
刻
し
た
巨
岩
が
立
つ
て
居
つ

て
梵
字
石
と
稲
せ
ら
れ
.
文
永
と
判
諮

せ
ら
る
る
年
競
銘
が
あ
る
。
此
の
敷
山

城
趾
は
従
来
知
ら
れ
な
か
っ
た
史
蹟
で

あ
る
か
、
同
荷
の
飲
人
の
後
裔
で
あ
る

上
司
暢
氏
の
訊
心
探
査
の
結
果
壺
見
さ
れ
，
三
坂
文
學
士
の
研
究
、
黒

五

そ
の
下
に
観
音



な
ら
ぬ
。

國
究
史
蹟
名
膀
天
然
紀
念
物
を
語
る

周
防
國
府
の
遺
跡
た
る
土
居
八
町
の
名
桐
は
．

そ
町
時
位
の
初
間
の
文
寄
に
親
は
九
て
届
る
が
、

閻
司
の
応
舎
は
勿
諭
~
祗
候
人
し
家
司
'
家
人
等

の
屈
宅
息
此
の
内
に
あ
っ
た
忍
の
と
息
は
れ
る

J

今
、
其
の
四
凱
を
略
叙
し
文
で
茂
存
せ
る
遣
構
を
記
す
こ
と
と
ず
ろ
。

同
荷
土
届
八
町
の
北
限
は
多
々
良
珀
、
西
限
は
大
槌
土
手
洛
棗
限
四

四

し
，
殊
に
其
中
央
に
存
す
る
東
酉
四
十
六
間
涵
南
北
五
十
八
間
の
所
謂

図
島
内
は
伐
慣
に
腺
つ
て
毛
利
家
の
制
令
に
従
は
ず
、
國
荷
の
候
人
上

司
゜
得
富

b

竹
屋
の
三
家
を
始
め
内
ふ
叫
足
匠
等

の
子
孫
は
、
依
然
東
大
寺
の
被
官
と
し
て
國
荷
村

（
名
桐
は
天
正
年
間
以
後
の
古
文
芯
に
見
ゆ
）
に

居
住
し
ぅ
毛
利
家
の
支
化
を
受
け
中

に
及
ん
だ
。

代
に
依
つ
て
勢
力
の
消
長
は

月
，
日
月
'
-
モ

廿，．
y
‘
J
,
f
i

以
上
の
如
く
囚
防
の
罰
徊
の
地
は
時

か
っ
た
が
、

東
大
寺
の
知
行
國
た
り
し
形
式
は
連
細
と
し
て
一

部
分
に
茂
り
、
よ
く
囚
司
制
度
の
名
茂
り
を
得
ヘ

て
屈
っ
た
事
は
國
史
上
異
数
の
事
買
と
去
は
ぬ
ば

9

9
、

t
 

（
上
田
鬼
託
）

汰
を
拝
し
た
の
で
あ
る
。

文
郊
時
祁

第
互
百
八
十
八
韓

溝
邊
川
、
南
限
濱
宮
詢
を
東
酉
に
見
通
し
た
部
分
で
西
北
隅
は
字
繕
註

に
あ
り
・
元
十
王
堂
か
あ
っ
た
が
今
は
其
の
証
地
の
み
と
な
っ
て
居

國諒
郎"

L
 

寺の入
王景（間年永雰

五
五

る
。
東
北
間
は
字
京
慶
と
桐
し
¥
此
虞
に
も

十
王
堂
が
あ
っ
た
ら
し
い
が
、
今
は
畑
地
と

た
つ
て
居
る
。
四
南
限
の
十
王
堂
は
警
固
町

字
一
本
松
に
存
し
、
今
は
大
師
堂
と
な
つ
て

居
る
。
東
南
隅
は
字
壺
濱
口
に
該
嘗
ず
る
も

の
と
認
め
ら
れ
て
居
る
が
溶

i

者
し
含
選
構

は
残
っ
て
居
な
い
。
此
の
内
が
土
届
八
町
の

地
域
で
，
現
在
は
田
、
畠
蚊
に
宅
蛾
と
な
つ

て
居
る
が
、

旭
名
と
し
て
箸
し
い
心
の
に
多

々
良
、
朱
雀
）
大
番
、
同
靡
；
同
荷
）
大
領

田
B

朱
穏
院
¥

船
所
，
蔵
添
、
御
駕
分
'
公
下
等
が
あ
る
o

又
條
呈
の
選
詞
を
存
し
、
其
中
央
を
南
北
に

貫
く
大
道
路
を
竪
馬
楊
と
稽
し
、
其
北
端
の

外
方
に
大
悌
殴
が
あ
っ
て
、
丈
六
の
座
像
を

安
樹
し
て
あ
っ
た
が
、
明
治
の
末
年
に
東
方

約
―
町
の
虐
に
移
し
て
現
存
し
て
居
る
。
電
源
の
造
立
と
稲
せ
ら
れ
て

居
る
が
?
修
袖
の
鱈
は
著
し
い
。

酉
ノ
門

B

細
工
所

i

濱
宮

b

あ
る
。
埠
〈
後
武
士
の
押
妨
は
紐
え
す
，
天
文
の
末
年
大
内
氏
亡
び
隅
氏

誓

國

両

位

五

十

條

箇

所

と

讐

の

知

け

分

は

吉

野

朝
以
後
に
た
る
と
虚
顕
の
横
暴
甚
し
＼
、
殊
に
数
ご
図
の
守
調
麟
定
荀

し
ぶ
凰
四
の
ほ
介
花
銀
播
せ
ろ
大
内
氏
及
び
そ
の
韮
臣
隕
氏
の
如
き
は
、

国
詞
印
保
訊
応
の
名
目
を
兵
へ
な
か
ら
宣
櫂
を
掌
中
に
牧
め

3

東
大
寿
は

屈
之
に
抗
議
し
て
居
る
が
始
ど
其
放
は
次
か
つ
、
匹
然
る
に
永
正
五
年

三
月
に
東
大
寺
濤
掌
一
二
面
桐
房
等
が
燒
失
し
た
の
で

B

東
太
寺
は
完

附
玲
附
に
訳
へ
て
町
防
国
を
区
に
依
つ
て
迅
鶯
糾
国
と
し
て
鳴
逗
袖
の

こ
と
を
大
門
衣
只
に
菜
じ
た
が
罰
か
肛
す
~
京
太
寺
は
閉
門
の
學
に
出

で
強
碩
に
之
を
主
弛
し
た
の
で
、
翌
年
に
至
り
同
荷
頒
還
袖
の
こ
と
を

承
謹
し
た
か
ら
，
哀
大
寺
は
二
月
に
開
門
を
見
る
に
至
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
の
事
は
赤
正
七
年
十
一
月
の
阿
煽
陀
寺
文
壽
忙

つ
て
明
か
で

而
し
て
敷
山
城
に
於
て
散
死
せ
ら
れ
た
損
津
助
公
洞
尊
，
助
仏
限
紋

乗
阿
師
の
忠
烈
は
歿
後
六
百
年
に
し
て
天
正
に
逹
し
，
昭
和
十
十
年
七
月

二
十
五
日
特
旨
を
以
て
に
正
万
位
，
敦
乗
に
従
五
位
追
聡
の
御
沙

板
膝
美
博
士
の
贋
地
踏
査
に
依
つ
て
史
蹟
と
し
て
指
定
さ
る
る
に
至
っ

た
息
の
で
あ
る
．

J

此
筈
の
人
々
は
叩
に
此
の
敷
山
城
趾
の
衰
見
の
み
た

ら
す
≫
周
防
國
荷
の
研
究
に
釘
し
て
非
常
な
努
力
を
愧
は
れ
た
の
で
あ

る
J

寺
よ
り
下
向
す
る
薔
例
を
守
る
程
度
で
あ
っ
た
が
、
弘
治
四
年
三
月
毛

一
判
隆
元
は
罰
荷
土
居
八
町
の
地
を
莱
大
寺
に
返
附
し
て
殷
錢
諸
公
事
を

｝
免
除
し
，
他
の
國
荷
領
は
蜆
地
を
還
附
し
な
い
代
り
に
浮
米
を
支
給
す

｛
る
こ
と
と
し
て
居
っ
た
。
永
録
十
年
東
大
寺
は
松
永
久
秀
の
為
め
に
燒

か
礼
た
の
で
、
再
輿
の
た
め
固
荷
領
絋
這
袖
の
こ
と
を
毛
利
家
に
交
沙

し
た
が
打
は
れ
ず
~
只
土
居
八
町
の
内
の
み
を
認
む
る
に
過
ぎ
な
か
つ

一こ。ァ

｝
 

｝
天
正
十
年
頃
の
土
居
内
惣
田
敦
は
三
十
三
町
三
反
六
十
歩
、
慶
長
阻

年
に
は
旦
敷
五
十
九
節
尻
田
四
十
九
町
五
反
二
十
歩
品
七
町
九
反
六

：
畝
十
歩
と
な
り
三
菜
―
―
一
年
に
は
高
九
百
三
十
七
石
と
算
せ
ら
れ
,
以

ロ
餃
千
石
高
と
稲
せ
ら
れ
て
届
る
3

正
保
三
年
に
毛
剌
家
は
國
阿
領
安
堵

一
を
倅
止
し
／
だ
米
百
石
を
京
大
寺
に
交
付
ず
る
こ
と
と
し
た
の
で
，
京

ロ
入
毒
は
土
居
八
町
の
下
地
に
四
ず
る
直
接
の
支
配
耀
羹
ふ
こ
と
と
な

っ
た
。
塵
女
三
年
七
月
浮
米
三
百
五
十
丁
石
二
家
来
の
屋
敷
分
を
含
む
）
と

一
ぞ
汽
亨
侃
十
三
年
高
一
千
石
の
四
ッ
成
罰
ち
四
百
石
に
培
加
し
、
内

一
十
五
石
の
渾
送
料
五
十
石
の
候
人
中
間
等
の
知
行
分
を
差
引
き
三
百
三

十
五
石
を
大
阪
蔵
尼
敷
に
於
て
京
大
寺
に
渡
さ
る
る
こ
と
と
な
っ
て

B

腎
鴨
綾
し

3

明
治
紬
新
に
至
っ
た
。
然
し
土
届
八
町
の
地
は
公
領
と
罰

橿
を
専
に
す
る
に
及
び
殆
ど
不
知
行
の
朕
態
と
な
っ
た
。
然
し
て
國
馳

は
事
宣
上
東
大
寺
の
支
院
と
化
ピ
留
守
所
と
箱
し
て
目
代
一
人
東
大

五
四
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靡
域
拿
方
八
町
〉
の
中
央
よ
り
梢
北
に
國
露
寺
の
跡
が
あ
る
。
元
和
六

0

0

 
0
 

年
二
月
竹
毘
壼
岐
守
の
答
辮
書
に
依
聾
は
「
防
州
閻
荷
國
見
寺
之
享
元

束
寺
に
て
は
無
名
防
州
門
地
之
節
，
政
務
所
に
て
靡
所
と
唱

f

後
U

鼠
麗
と
唱
;
中
古
よ
り
同
鰐
寺
と
琥
し

3

前
々
は
南
都
よ
り
沙
汰
所
役
此
等
の
遣
構
蚊
に
深
革
に
徽
し
て
周
防
國
荷
証
の
位
筐
の
動
き
な
き

院
一
人
宛
交
代
に
て
相
勤
候
，
其
後
名
を
限
代
と
唱
，
後
に
目
代
と
唱
こ
と
を
立
證
し
得
る
の
で
あ
る
が

b

更
に
之
に
加
ふ
る
に
國
荷
の
北
に

候
也
」
と
あ
る
e

同
記
寺
の
敷
地
は
略
指
摘
し
得
る
租
度
に
残
存
し
＂
周
防
の
緯
計
た
る
金
切
宮
が
あ
り
，
今
は
佐
披
帥
紅
と
改
桐
さ
れ
て
居

京
間
の
石
垣
は
高
さ
二
尺
乃
至
三
尺
り
酉
方
に
も
残
っ
た
部
分
が
あ
る
。
又
其
酉
に
属
分
寺
が
現
存
し
、
其
中
心
建
築
は
害
時
の
規
模
を
踏

ろ
。
因
記
八
幡
宮
の
資
敷
泣
も
字
國
記
の
内
に
あ
り
，
寺
と
併
せ
て
京
襲
し
た
も
の
と
認
め
ら
れ
、
其
酉
に
園
分
尼
寺
の
趾
が
あ
る

3

更
に
西

酉
四
十
六
間
南
北
五
十
八
間
の
廣
衰
を
有
し
て
居
っ
た
も
の
で
あ
る
。
一
方
天
帥
山
の
麓
に
は
松
崎
肺
社
が
あ
っ
て
菅
公
の
来
歴
を
有
し
て
居

國
彫
寺
の
建
物
（
大
門

h

本
堂
、
客
殿

b

庫
裏
等
）
は
明
治
四
年
に
買
一
る
古
賦
で
國
荷
趾
の
南
に
菅
公
御
上
陸
地
と
稲
す
る
虞
が
あ
る
。

却

さ

れ

て

存

竺

閃

叉

八

幡

宮

も

明

治

四

十

年

に

佐

鍔

岬

註

に

合

祀

さ

一

（

昭

和

＋

丁

二

年

五

月

十

七

日

稿

）

れ
た
が
~
そ
の
境
内
に
あ
っ
た
安
政
七
年
上
司
主
税
の
魏
立
に
係
る
國
追
記
~

亮
碑
は
今
は
道
路
を
隔
て
だ
現
位
附
に
移
さ
れ
、
其
傍
に
國
荷
郎
落
の
周
防
國
荷
証
及
び
佐
被
川
闘
水
は
文
部
省
告
―
-

公

會

所

が

建

て

ら

れ

て

居

る

。

り

昭

和

十

二

年

六

月

＋

丁

五

日

に

指

定

さ

虹

た

。

遠
構
と
し
て
叢
著
し
き
も
の
は
し
圃
筒
酉
部
の
土
居
と
認
め
ら
る
る

大
樋
土
手
で
あ
る
。
南
北
に
延
長
せ
る
堤
防
朕
の
遺
構
で
，
底
輻
約
九

間
≫
高
さ
約
六
尺
あ
り
、
元
来
其
中
央
を
南
北
に
小
水
路
が
姐
じ
て
居

っ
た
が
、
今
は
殆
と
奮
熊
を
加
餃
す
る
忙
過
ぎ
た
い
。
大
麟
土
手
の
中

央
に
南
北
約
七
十
間
の
晶
分
と
茸
へ
の
南
節
鐵
道
線
路
の
附
近
に
租
見
る

ベ
ぎ
土
居
の
違
梢
か
存
し
て
居
る
。
氾
官
蚊
に
船
所
も
胴
筒
の
水
駿
連

文
部
時
報
鍛
査
百
八
十
八
競

絡
地
鮎
と
し
て
見
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
指
定
罰
域
は
中
央
の
國
襄

証
、
土
居
の
四
間
、
羨
官

S

舶
所
、
土
居
ニ
ケ
所
等
を
合
め
る
部
分
で

あ
る
。

五
六
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京
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；
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京
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等
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學
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程
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・
ー
ニ
（
東
京
附
翡
年
學
校
絞
晨
養
成
所
位
筵

i
t

9
年
景
・
・
e
.
b
・
・
・
・
｀
•
：
文
部
鸞
誓
二
嘉
．

信
認
可
）
ー
同
第
一
寄
翌
十

「
九
銃
（
朝

H
新
期
祉
主
催
第
二
十
―
―
一
雙
腐
中
締

八
雙
扇
町
夜
間
女
竪
翠
菜
者
學
力
指
定
）
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阿
第
二
百
翌

十
穀
（
史
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入
然
．
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賃
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阿
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縣
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則
中
改
正
1
全
員
璧
塁
狡
葵
塁
ー

—
胄
靡
誓
平
—
帝
國
図
喜
閲
雙
贔
ー
＇
胃
言
ジ
ナ

利
應
皿
壽
ー
—
蔽
詞
及
染
滸
採
用
認
可
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寺
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感
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人
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懇
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國
賓
史
蹟
名
膀
天
然
紀
念
物
を
語
る

今
同
新
た
に
指
定
ぜ
ら
る
べ
き
明
沿
天
皇
の
聖
蹟
は
、
全
部
四
十
三

罰
即
ち
京
都
府
一
、
新
潟
懸
二
十
二

b

富
山
縣
二
、
滋
賀
縣
一
、
山

口
縣
五
、
香
川
縣
一
し
栃
木
両
心
一
で
何
れ
冷
明
治
大
帝
の
偉
大
な
る
御

聖
徳
を
偲
び
奉
る
べ
き
史
蹟
で
あ
り
ま
す
。
而
し
て
今
同
舒
潟
縣
下
の

分
の
断
然
そ
の
指
定
件
数
の
多
い
の
は

5

．
明
治
十
一
年
の
御
巡
幸
か
ら

丁
度
本
年
は
六
十
週
年
に
相
誉
致
し
ま
ず
の
で
、
同
縣
に
於
て
は
該
御

巡
幸
を
記
念
し
聖
徳
を
景
仰
致
し
た
い
と
云
ふ
の
で

t

各
地
元
と
協
力

（
古
谷
嘔
託
）

國

賓

史

蹟

名

勝

天

（
か
く
は
多
数
の
指
定
を
申
請
致
し
て
参
り
ま
し
た
結
果
で
あ
り
ま
ず
。

明
治
天
皇
の
聖
蹟
指
定
は
，
昭
和
八
年
以
来
今
同
で
約
七
同
に
な
り

一
新
潟
縣
下
の
分
は
、
第
一
同
以
来
既
に
指
定
致
し
ま
し
た
も
の
か
十

｛
門
そ
れ
に
今
同
の
三
十
二
箇
所
を
加
へ
ま
ず
と
、
逍
計
四
十
六
箇
所

j

の
多
敷
と
相
成
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。
u

萬
乗
の
御
親
監
は
古
今
稀
有
の
盛
典
と
，
裳
時
由
＇
さ
れ
た
如
く
，
親

し
く
旭
方
賢
情
御
硯
察
の
為
占
國
内
廣
く
御
車
を
進
め
給
ひ
た
る
贔
良
に

文
部
省
史
蹟
瓢
奔
饗
託

古

新

t
に
指
定
せ
ら
る
べ
ら
明
明
治
天
皇
理
蹟

然
紀
念
物
を
語
る

八

五

圭
円

Pwi 



國
賓
史
蹟
名
膵
天
然
紀
念
物
を
語
る

即
ち
同
縣
下
御
通
過
の
御
道
筋
は
、
長
野
よ
h
信
越
本
線
に
沿
へ
る

闘
川
。
新
井
。
高
田
を
網
て
，
直
江
津
に
出
で
さ
せ
給
ひ
、
こ
さ
よ
り

潟
町
・
柿
崎
を
網
ズ
所
謂
米
山
三
里
の
梱
あ
る
上
輪
新
田
・
齊
悔
川
・
鯨

波
を
過
ぎ
柏
崎
に
出
で
さ
せ
ら
れ
玉
更
に
悔
岸
路
を
石
地
・
出
雲
崎
を
網麟

譴

て
尋
泊
に
記
で
さ
せ
給
ひ

P

、

そ
れ
よ
り
媚
彦
・
赤
塚
等
を

j・̀
彎
ぷ’}．

9
頁

亥

鯉
て
新
潟
に
入
ら
せ
給
へ
必
蕊

三＂`
疇

透
.
'
・
怨

んゃ

'
'
E
‘
9
・
・
ニ
巧
，
9
．
9
,
`

膚

り
。
更
ら
に
新
潟
よ
り
信
濃

麟

娑〉
9’言

〗

川
を
御
渡
船
沼
垂
即
今
の
流

'{ 

券

““
 

作
場
に
御
着
羞
籾
崎
・
内
島
見

、
f

等
を
経
て
窟
寝
田
に
着
御
、

ぷ

〉

．

象

'

新
萎
田
よ
り
水
原
・
分
田
等

論
縞
ゃ

を
経
て
新
津
に
出
で
さ
せ
給
忍『、喜翁'

ャ

岱

．

逸

翠

夕

．

.

賃
・
”

：
書
雪
然
{

竺
そ
れ
よ
り
三
條
。
見
附
．
讐
~
シ
宣
唆
咲
，
＇

9ダ

疇

9

長
岡
•
宮
本
・
曾
地
を
経
て
'
t
証
災
誓

胃

纂

昌言“

三
〗
~
尉

象
乳
農
謳
蓋

岱
ゃ
~
必
i□
,と
.
"

再
び
柏
崎
に
出
で
さ
せ
給

ひ
，
こ
4

よ
り
直
江
津
迄
は

略
3

往
路
の
箇
所
／
＼
に
御
駐
輝
あ
ら
せ
ら
れ
~
直
江
津
よ
り
北
陸
本

線
に
沿
へ
る
、
名
立
。
能
生
ぷ
糸
魚
川
ふ
円
海
・
市
振
等
の
宿
闘
を
観
さ
せ

給
ひ
、
本
縣
に
て
は
市
捩
を
最
後
と
し
て
富
山
縣
に
入
ら
ぜ
ら
れ
た
の

喉

（
古
谷
喝
託
）

八
七

第
五
百
八
十
九
緯

未
曾
有
の
御
巡
幸
の
拳
は
両
塁
m
五
年
の
酉
國
御
巡
幸
に
始
り
，
同
十
八

庁
山
陽
道
御
巡
幸
に
至
る
六
同
§
一
に
之
を
六
大
御
巡
幸
と
忍
申

さ
れ
て
居
り
ま

す
。
勿
論
以
上

六
同
の
御
巡
幸

の
他
、
産
業
奨

勘
，
演
習
御
統

監
等
の
為
に
，

地
方
へ
行
幸
も

慇
し
ぎ
敷
に
上

つ
て
居
り
ま

す
。
さ
て
明
治

+
＇
一
年
の
北
陸

東
海
御
巡
幸

竺
六
大
御
巡

幸
中
の
第
三
同

目
に
嘗
り
、
八

月
三
十
日
俣
皇
居
御
褻
螢
十
一
月
九
日
御
這
幸
あ
ら
せ
ら
れ
給
ふ

ま
で
、
七
十
二
日
の
長
日
に
亙
ら
せ
ら
れ

P

十
四
年
の
山
形
秋
田

及
北
海
逍
御
巡
幸
に
次
ぐ
の
、
長
日
時
の
御
巡
幸
で
あ
ら
せ
ら
れ
た
の

で
あ
り
ま
す
。
此
間
御
通
過
の
府
縣
は
し
埼
玉
・
群
馬
・
長
野
•
新
潟
。
富

山
•
石
川
。
犀
井
・

磁・・依
．． 

喜翌義、．

褻
＇
滋
賀
~
滋
賀
縣
よ

淡
襲
翠

兄．
x

．．
森
、
森
翠

責
4
・

り
京
都
に
入
ら
せ

ら
礼
更
ら
に
京

ヽ

鸞炉

星
｀
鬱
鬱
賃
囃

囀`

□｀

讐

．

麟

都

御

褻

撃

再

び

滋

｀

｀

冒

瓢

尋

ふ

，

鱈

賀

縣

を

御

過

過

岐

皐
愛
知
露
岡
・

水

吟こ
’

[

g

蕊

忍

賢

弱

舅

疇
喜
~

原

紳

奈

川

縣

を

経

終

行

>'·

在

円

誹

奈

川

靡

よ

｀
塚
｀
・
亨
讐
'
}

，
疇
／
．
暑
疇
鸞
言
紘
“
二
＇
、
．
所

御
り
汽
車
に
乗
御
新

．
座

9/

>·/

砂

~
.
9
.
`
[
'

璽
翠
．

疇
各

診

忍

．

廣

橋

甕

者

詞

恨

皇

”
二
，
工

碑
~
麟
～

冒
釜

f
i

ぃ
‘
居
に
御
還
幸
あ
ら

：
ぶ
晨
嘉
曇
萎
晨
，

．

·
5
~

〗
胃
．
％
・
吝
災
叡

玄
せ
ら
れ
た
の
で
あ

〗
二
~
心
染
．

x
~
霧
亥

吼和

.

.
〗
〗
富
灼
ク
恥
．
咲
．

x

、
．

裟

．．．
 
＾
森
忍
娑
葛
蕊
羞
冒

r

...•..• 

．`姜店・・象・冬：
．．
 
9
 
．．．．．． 
:
 

••• 
9, 

裟
内

ぐ

・

｀

二

冒

ス

下

り

ま

す

。

而

し

て

r
ー、

新
潟
縣
下
に
は
九

f
々

喜
婆翌
翌
／
〗
月
十
日
よ
り
同
月

二
十
八
日
迄
十
九

日
間
、
御
通
過
の

一
府
十
三
縣
中
、
一
番
御
駐
闘
の
長
き
光
榮
を
得
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

で
あ
り
ま
す
。
か
く
御
通
過
の
御
道
中
長
き
為
≫
御
駐
隅
の
箇
所
頗
る

多
I

，
~
同
縣
下
の
聖
蹟
と
し
て
数
へ
ら
る
る
と
こ
ろ
»
宜
に
九
十
餘
箇

所
と
云
ふ
多
数
に
達
し
て
居
り
ま
す
。
今
同
を
以
て
約
半
数
が
指
定
せ

ら
る
＼
正
に
至
っ
た
次
第
で
あ
り
ま
ず
。

抑
心
聖
蹟
の
最
も
完
全

に
保
存
さ
れ
て
ゐ
る
も
の

常
と
し
て
は
泊
常
然
建
物
の

ー

時
gノ
張
伴
ふ
場
合
、
例
せ
ば
行
在

付

合

ら
所
・
御
小
休
所
の
如
き
に

天皇

,
1
 

た
あ
り
て
は
、
其
建
物
と
上

大

iォ

而
が
て
讐
と
が
髪
更
誓
ら
れ
天

そ
ゐ

御4

の
る
少
な
く
と
も
主
要
部
分

嘩
ま
の

JiJ
ま
は
が
、
元
の
朕
態
に
あ
る
も

保
珍

御肘
在
ら
の
を
申
す
の
で
あ
り
ま

さ
し

水

れ
い
ず
。
行
在
所
こ
御
小
休
所
・

の
内
，
輩
に
何
々
行
在
所

叉
は
御
小
休
所
と
あ
り
ま

す
分
は

t

即
ち
そ
れ
で
あ
り
ま
す
。
次
は
土
地
と
建
物
と
が
離
れ
た
る

場
合
二
叩
し
て
離
汎
は
し
た
が
；
共
に
菌
態
を
保
ち
居
る
時
は
，
趾
地

と
建
物
と
を
併
せ
て
指
定
致
す
事
と
な
つ
て
居
り
ま
す
。
抑
ち
史
蹟
は

文
部
時
報

八
六



閻
賓
史
蹟
名
腕
天
然
紀
念
物
を
語
る

第
五
百
八
十
九
絨

土
地
を
離
れ
て
は
成
り
立
ぬ
と
云
ふ
建
前
に
よ
る
忍
の
で
、
抑
ち
何
々

行
在
所
趾
叉
は
御
小
休
所
趾
及
建
物
と
し
て
，
指
定
さ
九
ま
し
た
忍
の

が
そ
れ
で
あ
り
ま
す
。
次
に
第
三
は
、
建
物
は
失
は
九
ま
し
た
趾

地
の
朕
況
が
藷
態
を
偲
び
得
ら
る
4
も
の
、
抑
ち
行
在
所
証
及
御
小
休

所
趾
と
し
て
指
定
致
さ
れ
ま
し
た
も
の
が
そ
れ
で
あ
り
ま
す
。
但
し
第

二
，
第
三
の
揚
合
の
土
旭
は

h

建
物
の
主
要
部
分
の
趾
埴
、
即
ち
御
岸

所
趾
が
明
瞭
で
あ
り
且
つ
そ
の
保
存
朕
態
の
宜
し
い
と
云
ふ
撃
に
宣
き

を
置
か
れ
て
居
り
ま
す
。
尚
附
と
し
て
指
定
さ
礼
ま
し
た
御
謄
水
．
と
は

営
時
供
御
の
御
朋
と
な
り
ま
し
た
御
水
の
事
で
、
そ
の
汲
み
と
り
ま
し

た
井
戸
叉
は
湧
泉
筈
を
，
そ
の
後
の
保
存
朕
態
を
考
慮
し
て
指
定
致
さ

れ
ま
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

同
縣
下
の
翌
蹟
は
，
何
分
に
も
六
十
年
の
歳
月
を
網
過
致
し
て
尼
り

ま
す
の
で
、
天
災
叉
各
家
々
の
髪
造

b

或
は
公
益
上
訟
要
巳
む
な
き
事

情
等
の
為
に
，
完
全
に
偉
へ
得
る
事
の
出
来
ま
音
ぬ
忍
の
が
非
常
に
多

い
の
で
あ
り
ま
す
。
残
さ
れ
た
約
四
十
餘
箇
所
の
聖
蹟
中
に
は
冷

で
指
定
の
詣
準
備
が
間
に
合
ひ
兼
ね
て
遅
れ
ま
し
た
分
忍
あ
り
ま
す

が
3"

叉
以
上
述
べ
ま
し
た
や
う
な
事
情
に
よ
り
指
定
肉
離
の
為
杞
，
虞

理
が
後
姻
し
と
た
っ
た
分
も
あ
り
ま
す
。

尚
指
定
名
稲
中
に
り
所
在
所
と
あ
り
ま
ず
分
中
、
新
井
土
潟
町
4

石
地
。

寺
泊
。
赤
塚
•
水
原
。
尻
附0宮
本
の
分
は
、
何
れ
も
御
璽
餐
を
召
さ
れ
ま

御
咆
所
に
充
て
ら
れ
ま
し
た
部
分
が
，
柏
崎
町
立
響
常
高
等
小
學
校
々

庭
に
鄭
重
に
保
存
さ
れ
て
居
り
ま
す
。

苧
即
丁
累
は
t

嘗
時
の
寺
泊
小
學
校
で
旦
御
座
所
に
充
て
さ
せ
ら

れ
た
部
分
は
、
嘗
時
有
志
の
手
に
よ
っ
て
新
築
さ
れ
た
忍
の
で
、
明
治

二
十
一
年
取
除
き
隣
地
の
養
泉
寺
に
移
さ
札
、
今
同
寺
に
於
て
鄭
重
に

保
存
し
て

3
5
 

居

り

ま

｀

・

~
｝
警

、

x

笈

す

。

而

し

/

[

戸

て
趾
地
に

5

／

囁

は

建

物

移

婆

如

｀

＇
“
い
嘉
房

ぷ
焉

轄

頂

後

由

釣

．．．
 
．．
 
合
·
~
”
,
．
．
．

．．
． 
忍
丸
5
裟

．．
 

念
察

蕊秦

．
ぐ
い
~
、
惑
硲

舜
~
曹

f

沼
~
｀
x
.

跛`

~
{
~
’
~
怠
：
だ

慶誌し

た
碑
が
建

~
y

繹
~
ヶ
ぷ
二

裳
ゞ
5

息
`
`
；
凡
冒

て

ら

れ

て

[

こ
れ
叉
鄭

重
に
保
存
さ
れ
て
居
り
ま
す
。

庄
□応
は
恥
（
北
蒲
原
那
笹
岡
村
）
は
、
常
時
の
山
崎
小
學
校
で
百

今
御
座
所
を
除
く
他
の
部
分
は
，
大
正
五
年
以
来
役
場
麗
舎
に
仮
用
せ

ら
れ
て
居
り
ま
す
。

@

＠

R

R

R

ー

見
附
行
在
所
（
醐
指
定
〉
は
、
嘗
時
の
見
附
小
學
校
で
？
建
築
直
後
に

（
古
谷
鴨
託
）

八
九

さ
れ
た
忍
の

で
，
東
酉

t

二
間
三
分

f

南
北
九
間
二

階
建
、
御
座

所
に
は
そ
の

階
上
を
以
て

充
て
ら
れ
た

の
で
あ
り
ま

、
万
而
し
て

襲
政
は
明
治
四
十
年
大
和
川
小
學
狡
に
合
併
さ
る
4

に
及
び
，
こ
の
建

（上）、物建及（下）趾所在行泊寺 皇天治明

御
使
用
あ
ら
せ
ら
肛
た
る
忍
の
．
，
今
御
座
所
の
部
分
は
見
附
町
立
保
育

園
内
に
鄭
璽
に
保
存
さ
れ
て
届
り
ま
ず
。

R

⑮

@

 

梶
屋
敷
御

IJ
伯
所
（
酉

頸
城
郡
大
和

川
村
）
は
、

嘗
時
梶
崖
敷

小
學
校
々
舎

ど
し
て
新
築

文
部
時
報

息
＿
じ
ふ

7ゴ

し
た
虞
で

3

そ
の
他
は
御
駐
泊
遊
ば
さ
れ
ま
し
た
虞
で
あ
り
ま
す
。
従

束
行
在
所
と
申
し
ま
す
と
主
と
し
て
御
駐
泊
遊
ば
さ
れ
ま
し
た
虞
を
申

す
や
う
に
心
得
て
居
る
人
々
が
多
い
の
で
あ
り
ま
ず
が
~
明
治
天
皇
御

巡
幸
の
節
は

P

御
甕
餐
を
召
さ
れ
ま
し
た
虞
を
忍
行
在
所
と
申
し
て
居

る
の
で
あ
り
ま
す
。
嘗
時
の
浩
道
地
方
官
に
達
せ
ら
れ
ま
し
た
心
得
書

中
に
、
「
御
休
泊
行
在
所
」
と
云
ふ
文
言
が
使
用
さ
れ
、
叉
御
休
泊
。
御
小

休
と
も
あ
り
ま
し
て

b

こ
の
湯
合
の
御
休
泊
の
休
は
御
小
休
と
は
麗
別

さ
れ

B

御
甕
餐
の
意
味
の
含
ま
れ
て
居
る
事
か
察
せ
ら
れ
、
更
ら
に
東

北
御
巡
幸
の
際
の
記
録
に
は
這
「
行
在
所
建
札
但
御
泊
御
貰
休
・
ノ
場
所
相

｝
用
之
事
」
と
あ
り
ま
し
て
、
文
言
の
依
て
来
れ
る
事
が
よ
く
分
る
の
で

あ
り
ま
す
~
。
御
叢
餐
の
所
在
所
と
な
り
ま
し
た
家
，
々
に
は
今
も
鄭
宣
に

}
 

こ
の
建
札
が
保
存
さ
れ
て
居
り
ま
す
。

新
潟
縣
下
に
於
け
る
飩
指
定
及
今
同
新
た
に
指
定
せ
ら
る
べ
き
聖
蹟

は
合
せ
て
四
十
六
、
内
所
在
所
十
九
、
御
小
休
所
二
十
三
凩
御
野
立
所

四
、
内
學
校
に
じ
て
聖
蹟
と
な
紅
る
忍
の
，
・
高
田
三
柏
崎
，
・
寺
泊
・
山
綺
゜

見
附

0

梶
屋
敷
の
六
箇
所
で
あ
り
ま
す
cj

高
田
所
在
所
（
飩
指
定
こ
は
≫
嘗
時
公
立
普
通
中
學
高
田
學
狡
々
舎
と

居
り
ま
す
。
）

⑱

O

R

R

R

 

柏
崎
行
在
所
⑳
叫
閃
郡
拍
崎
町

9
)

は
泣
嘗
時
の
柏
崎
小
學
校
で
、
今
は

八
八



ミ

網
賓
史
蹟
名
勝
天
然
紀
念
物
を
語
る
（
古
谷
鴨
託
）

九
]

第
五
百
八
十
九
細

物
は
取
崩
さ
れ
、
大
和
川
校
の
雨
天
盪
操
場
に
改
築
さ
れ
て
届
り
ま
ま
す
。
御
登
輩
前
に
滑
道
地
方
官
に
装
せ
ら
れ
ま
し
た
心
得
書
に
'

す
。
趾
地
に
は
民
家
が
建
て
ら
れ
て
あ
り
ま
す
か
、
幸
ひ
御
睾
所
証
に
一
、
所
在
所
ノ
義
ハ
内
務
宮
門
雨
省
ノ
官
員
出
張
可
及
協
議
候
共
只

号
藍
品
致
す
部
分
は
幸
地
と
た
り
、
村
嘗
局
は
此
機
奮
に
民
家
を
更
に
後
一
々
御
差
支
不
相
成
義
ヲ
大
旨
卜
致
シ
可
申
其
土
地
＝
―
ヨ
リ
候
テ
ハ

退
さ
誓
趾
地
の
周
園
を
摸
張

B

柵
を
翠
け
鄭
重
に
保
存
す
べ
言
計
甕
何
様
被
為
忍
候
義
モ
可
被
為
在
二
付
是
亦
注
意
可
致
事

｛
と
あ
る
御
趣
旨
に
基
く
も
の
と
は
申
し
な
が
ら
二
汀
在
所
御
座
所
に
充

を
進
め
て
居
り
ま
す
。

叉
寺
院
に
し
て
聖
蹟
と
な
れ
る
も
の
は
、
新
井
。
柿
綺
出
雲
崎
ニ
―
―
-
て
さ
せ
ら
れ
た
る
御
部
屋
の
如
き
汽
民
家
に
あ
り
て
は
，
多
く
は
八

條
。
大
而
。
名
立
の
六
箇
所
で
あ
り
ま
す
。
尚
行
在
所
叉
は
御
小
休
所
と
畳
敷
位
の
御
手
狭
に
し
て
，
連
日
の
御
疲
勢
を
慰
め
奉
る
に
は
，
餘
り

な
り
ま
し
た
嘗
時
は
民
家
で
あ
り
ま
し
た
が
，
建
物
は
今
移
築
さ
れ
て
一
に
も
長
れ
多
き
次
第
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
度
新
た
に
指
定
せ
ら
る
べ
き

寺
院
の
有
に
闘
し
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。
羹
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
新
潟
出
雲
崎
行
在
所
（
三
島
郡
出
雲
崎
町
）
御
駐
泊
の
節
の
『
新
潟
新
聞
隷
外
』

行
在
所
の
建
物
は
，
今
北
蒲
原
郡
新
褻
田
町
の
長
徳
寺
境
内
に
移
さ
一
の
記
事
に
'

れ
ぅ
今
同
指
定
せ
ら
る
上
畢
と
注
り
ま
し
た
。
市
振
御
小
休
所
建
物
は
)

I

o叉
出
雲
綺
な
る
行
在
所
は
，
御
座
所
蚊
に
侍
従
の
さ
ふ
ら
ふ
御
次

富
山
縣
下
新
川
郡
横
山
村
春
日
の
明
榮
寺
境
門
に
移
さ
れ
て
よ
く
保
存
～
間
と
も
に
い
と
手
狭
な
る
上
．
，
夕
日
隈
た
く
さ
し
入
て
暑
さ
堪
へ
さ

さ
れ
て
居
り
ま
す
。
以
上
述
べ
ま
し
た
分
の
他
の

F

行
在
所
及
御
小
休
｛
せ
給
ふ
べ
く
も
あ
ら
ぬ
に
？
夕
暮
に
た
る
儘
蚊
さ
へ
多
く
出
来
り

｝
ご
御
座
所
と
も
い
は
内
細
聾
に
喘
渡
れ
ば
、
御
次
に
候
す
る
侍

所
は
全
部
民
家
で
あ
り
ま
す
。

北
陸
東
海
の
御
巡
幸
は
、
残
暑
の
未
だ
虫
り
や
ら
ぬ
頃
よ
り
初
霜
の
一
従
の
人
々
か
T:
る
所
を
行
在
所
と
し
た
る
こ
そ
便
た
け
れ
，
蚊
遣
に

降
り
初
る
ま
で
七
旬
に
餘
る
長
日
に
亙
ら
せ
ら
れ
，
嘗
時
こ
の
御
巡
幸
｛
て
忍
立
候
は
ん
と
て
立
騒
が
る
4

を
御
覧
じ
「
國
内
を
巡
幸
す
る
に

に
従
び
た
る
東
点
日
々
新
聞
記
者
岸
田
吟
香
は
、
車
駕
還
幸
の
頌
僻
を
一
こ
れ
ば
か
り
の
こ
と
は
忍
と
よ
り
期
す
る
所
に
し
て

B

何
か
は
少
し

草
し
そ
の
初
め
に
＇
「
聖
巡
の
叡
慮
と
は
申
し
乍
ら
常
に
山
河
を
践
捗
も
厭
ふ
べ
き

8

深
く
心
配
す
る
こ
と
な
か
れ
と
」
仰
下
さ
れ
し
に

b

し
P

靡
路
に
休
泊
あ
ら
せ
給
ひ
つ
る
御
辛
勢
の
揺
は
季
で
恐
察
し
奉
ら
人
々
も
か
し
こ
き
叡
慮
の
程
を
か
た
し
け
な
く
て
，
そ
＼
；
ろ
に
袂
を

す
し
て
止
む
べ
き
乎
」
と
述
べ
ら
れ
た
る
如
<
‘
誡
に
畏
き
極
み
で
あ
り
ぬ
ら
し
｀
；
人
も
あ
り
し
と
な
ん
｀
，
匠
の
忍
れ
聞
し
は
ま
こ
と
に
や

こ
の
事
は
同
地
に
於
て
は
今
忍
畏
れ
多
き
竃
と
し
て
懲
人
間
の
話
題
と

な
っ
て
居
り
ま
す
。
こ
上
の
行
在
所
の
建
物
は
、
明
治
十
四
年
一
二
月
同

地
の
大
火
災
に
罹
り
不
幸
燒
失
、
今
趾
地
な
る
も
、
御
座
所
趾
は
池
に
一

臨
め
る
場
所
で
，
夏
時
は
嗚
ぞ
か
し
蚊
の
褻
生
も
多
か
り
し
事
か
と
察
一

せ
ら
れ
る
誡
に
畏
肛
多
き
極
み
と
拝
す
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。
縣
下
御
{

巡
幸
中
敷
あ
る
御
珈
羞
徳
中
、
最
も
有
名
な
る
は
，
新
潟
行
在
所
盆
既
指
一

定
）
に
御
着
輩
後

P

程
な
く
伊
東
侍
腎
を
召
さ
れ
函
沿
道
縣
民
中
に
眼
一

病
者
多
き
を
御
目
に
止
め
さ
せ
給
ひ
，
其
原
因
調
査
の
御
沙
汰
あ
ら
せ

[i

ら
れ

b

つ
い
で
御
手
元
金
壼
千
圃
を
御
下
賜
あ
り
て
｀
治
療
及
豫
防
方
｝

法
を
講
ぜ
し
め
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
事
は
外
人
間
に
も
廣
く
～

偉
へ
ら
れ
た
事
と
見
え
~
一
九
―
二
年
七
月
三
十
日
翌
汀
ロ
ン
ド
ン
タ
{

イ
ム
ス
に
も
掲
げ
ら
れ
て
あ
り
ま
す
。
尚
新
潟
行
在
所
御
褻
蟄
に
際
ー

し
囚
順
徳
天
皇
御
遣
跡
捜
査
の
為
、
侍
従
富
小
路
敬
直
を
佐
渡
へ
差
し

遣
さ
れ
て
居
り
ま
す
。
之
よ
り
先
き
慇
従
の
璽
家
五
姓
田
義
松
を
寺
泊
｝

に
遣
は
さ
れ
て
~
同
地
緊
感
園
の
景
致
を
描
か
し
め
給
へ
り
，
豪
感
園
一

は
同
地
の
警
家
五
十
嵐
某
の
園
地
に
し
て
畜
園
中
に
は
そ
の
昔
順
徳
天
一

皇
の
佐
渡
に
御
遷
幸
の
節
行
宮
を
造
り
て
御
駐
輝
あ
ら
せ
給
へ
る
と
こ

ろ
た
り
。
明
治
二
年
火
災
に
か
し
り
て
「
彼
承
久
の
帝
の
御
屁
を
は
し

i

め
ふ
る
き
あ
と
i
も
の
こ
ら
す
や
け
た
り
し
か
は
」
恥
麟
と
あ
り
て

薔
態
知
る
に
よ
し
な
か
り
し
か
ば
，
せ
め
て
も
と
の
御
息
召
に
よ
り

て
≫
そ
の
燒
跡
の
様
を
為
さ
し
め
給
へ
る
も
の
と
拝
察
い
た
さ
れ
ま

す。～
明
治
六
年
十
月
順
徳
天
皇
帥
璽
御
還
遷
仰
せ
出
さ
れ
給
ひ
し
が
。
今

親
し
く
そ
の
御
遺
蹟
地
を
過
ぎ
さ
せ
給
ひ
、
御
感
殊
に
深
く
お
は
し
ま

し
三
事
と
罪
し
ま
つ
ら
る
＼
次
第
で
あ
り
ま
す
。
尚
こ
の
紳
璽
御
這
遷

に
闘
し
，
明
治
天
皇
聖
蹟
た
る
椎
谷
・
茶
屋
ヶ
原
雨
御
小
休
所
と
も
沿

叉
同
じ
く
七
年
紳
霰
御
還
遷
の
節
御
小
休
所
に
充
て
ら
れ
た
の
で
あ
り

ま
し
た
。

椎
谷
御
小
休
所
（
刈
潤
那
高
濱
町
）
は
＇
「
元
く
る
ま
や
」
と
稲
し
，
御

巡
幸
の
嘗
時
花
田
善
平
が
居
宅
に
し
て
，
旅
館
を
業
と
せ
り
，
明
治
天

皇
の
御
小
休
所
御
座
所
に
充
て
ら
れ
し
は
，
営
時
新
築
に
か
K
れ
る
も

の
た
り
。
饂
屋
は
そ
れ
以
前
の
建
築
で
あ
り
ま
す
。
而
し
て
同
家
に
は
今

尚
旅
館
管
業
時
代
に
貴
顕
休
泊
の
節
掲
げ
ら
れ
ま
し
た
宿
札
を
蔵
し
這

内
に
t

順
徳
天
皇
御
陵
御
小
休
」
と
題
す
る
も
の
を
偉
へ
て
居
り
ま
す
。

霧

〇

⑮

〇

命

翁

◎

c

茶
屋
ヶ
原
御
小
休
所
は

b

中
頸
城
郡
谷
演
村
大
字
茶
屋
ヶ
原
字
上
ノ

原
俗
に
青
木
坂
と
呼
ば
る
＼
坂
上
に
あ
り
沿
御
小
休
所
に
充
て
ら
れ
た

建
物
は
為
昭
和
五
年
取
崩
し
建
替
へ
ら
れ
た
為
に
．
趾
地
と
し
て
指
定

さ
れ
ま
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
然
し
そ
の
敷
地
は
幸
び
元
の
匿
劃
が
明

瞭
で
．
且
つ
庭
園
は
よ
く
筈
態
が
保
存
さ
れ
て
居
り
ま
す
。
所
有
者
青

木
氏
は
＼
そ
の
由
緒
書
に
よ
る
と

b

承
久
の
役
に
官
軍
に
應
じ
．
三
年

文
部
時
報

九

0



國
賓
史
賠
名
脈
大
然
紀
念
物
を
語
る

町
村
耽
水
前
紳
註
境
内
に
移
築
し
て
、
そ
の
幣
殴
と
致
し
応
し
た
、
従

て
現
在
息
幣
殿
と

な
っ
て
株
存
さ
訊

て
居
り
ま
す
。
故

に
他
の
例
の
如

＜
．
趾
及
建
物
と

し
て
指
定
せ
ら
る

べ
き
筈
で
あ
り
ま

し
た
が

b

建
物
の

方
は
手
綺
上
多
少

考
究
を
要
す
る
勘

が
あ
る
の
で
、
今

同
は
と
り
あ
~
ヘ
す

証
地
と
御
謄
水
だ

け
が
指
定
さ
れ
た

次
第
で
あ
り
ま

す
。
尚
趾
蛾
に
就
て
見
其
後
所
有
者
が
髪
っ
た
の
で
あ
り
ま
ず
が
り

史
蹟
と
し
て
は
趾
地
が
重
要
た
る
甜
が
分
り
、
大
部
分
空
地
と
な
っ
て

存
し
て
居
る
を
幸
ひ
池
行
在
所
の
光
榮
窒
荷
っ
た
池
原
氏
は
之
を
買
ぴ

戻
し
町
嘗
局
と
力
を
併
せ
て
傑
存
致
す
事
と
な
り
ま
し
た
。
又
第
一
回

（
古
谷
鳴
託
）

九

存
さ
れ
て
来
た
の

で
あ
り
ま
す
が
し
偲
分
に
心
小
學
校
々
庭
に
あ
リ
ま
す
闘
係
上
＼
校
合

（下）景全（上）所座御所在行崎柏 皇天治明

指
定
の

第
五
百
八
十
九
細

帝
の
佐
渡
へ
御
遷
幸
の
際
名
立
襖
に
圭
素
翌
時
に
奉
仕
を
請
へ
ど
も
御

許
し
た
く
、
唯
こ
の
時
邸
宅
の
四
隅
に
宵
木
四
本
を
柏
え
い
て
蛙
と
た

し
紀
念
せ
よ
と
の
勅
錠
を
蒙
り
二
塁
誓
｀
疇
麟
鴫
[
[
[
＂
．
で

青
木
と
改
稲
す
る
に
至
っ
た
と
億
へ
て
ゐ
彎
璽
｀
二
ふ
二
忍
/
`

｀
 

鸞
ク
翌

{,9

疇
心
ゑ
ふ
繁
・
ん

'

7

疇
滋
忍
之
，
．
．

る
。
邸
前
今
も
害
木
の
巨
木
技
葉
繁
り
て
饗
雲
F
”
[
二
?
:

・・翁各＇
・
・
ド
？
：
．．
． 
r

9

,

‘

裟姿：・

r
·
·
·
〗
応
嶺
喜
員
ぷ

尚
時
き
程
た
る
が
あ
り
。
明
治
七
年
五
月
頸
紡
〗
炒
＇
姦

・・森翠・生、

忍裟
i
'

，

誓
吃
、
．

徳
天
皇
帥
璽
御
還
遷
の
際
℃
，
そ
の
御
通
路
に

5
,

ダ

賢

・
：
恣
ぶ
"・9心

・
ッ
裟
ヽ

．．
 
ふ姦

3

包
裟
，

常
れ
る
と
，
且
つ
は
家
の
由
緒
等
か
ら
御
小
＂
染噂

和

菱

‘

謬

．
c

休

所

と

な

れ

る

榮

を

得

た

次

第

か

と

恩

は

れ

裟

必

ま
す
。
然
か
忍
こ
の
緑
故
を
以
て
~
明
治
天

、
x
娑
：
翡
汲

彎

x"

袋霞，’・・

皇
の
翌
蹟
と
な
る
光
榮
を
重
ね
た
忍
の
と
思
，

9

は

れ

ま

す

。

．

．

尚
叉
縣
下
御
巡
幸
の
際
、
到
る
虞
に
て
王

事
に
勤
め
た
る
も
の
に
謁
を
賜
は
り
、
或
は

戊
辰
の
載
践
を
訪
は
せ
給
び
，
又
胴
歿
者
子

孫
に
祭
祀
の
料
を
賜
は
り
ま
し
た
。

芝

◎

⑱

領

京
ノ
輪
の
御
野
立
所
は
、
風
光
の
美
を
以

て
稲
せ
ら
る
4

と
共
に
戊
辰
の
戦
蹟
た
り
し
｀
’
各
パ
；
認
｀
翠

9
璽
ぃ
ヘ
・

を
以
て
そ
の
迦
に
あ
づ
か
り
し
と
偲
へ
ら
れ
、
叉
椎
谷
五
新
崎
雨
御
小
休

所
に
於
て
は
、
闘
係
者
を
召
し
て

t

親
し
く
搬
役
の
様
を
開
は
せ
給
は

文
部
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0

"

9

 

新
崎
御
小
休
所

盈
認
戸
定
）
の
如
き

は
、
明
治
三
十
丁
四

年
に
財
圏
法
人
組

織

の

下

門

永

久

保
存
の
計
聾
が
建

て
ら
れ
て
居
り
ま

す。
9

叉
，
’

0

8

0

0

⑬
 

柏
崎
行
在
所
は

現
在
翌
蹟
と
し
て

残
さ
れ
て
居
り
ま

す
部
分
は
，
御
犀

所
に
充
て
ら
れ
た

部
分
で
あ
り
ま

ず
。
而
し
て
従
来

と
も
非
常
に
鄭
重

に
且
最
も
よ
く
俣

り
し
と
簿
へ
ら
仇
て
居
り
ま
ず
o

-

何
れ
の
聖
蹟
忍
各
地
元
で
は
鄭
菫
門
叉
非
常
た
る
敬
虔
の
尉
度
を
一

l
・
:
'滋
泣
以
て
保
存
に
霊
力
し
て
ぬ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

冒

-

]

そ

の

保

存

に

野

す

る

事

共

に

見

誠

に

涙

ぐ

ま

し
き
も
の
が
少
く
あ
り
ま
せ
ん
。
例
へ
ば

-
．
ぷ
·
ー
ー
：
＇
、
~
·
-
ー
ド
、

·
ー
＿
＿
＿
―
-
·
る
言
·
―
―
_
—

A

各

3

疇

ー：・・ー＿＿―-忍笠―

r
1

・

こ

り

⑰

＂

⑫

e

R
瀑

⑲

-
.
_
-
＿
ー
・
一
ー

·
F

―
_
·
—

-
＿
心
治
流
作
易
御
小
休
所
（
既
指
定
）
の
如
く
御
使
用

―
―
-
·
〗
塁

3忍
濠
翌
裟
翌
：

·
·
`
—
—
·
}
翠
＿
―
-
天

皇
後
は
そ
の
御
部
屋
に
は
注
連
纏
を
張
り
姻
ぐ
ら

二
麟
[
~
·
5

令
．
．
．
．
．
．
．
．

疇

~
i

、
／
~
ふ
茶
し
も
一
切
使
用
娑
言
且
つ
家
人
と
雖
忍
殆
ど
そ

}
ヶ
の
出
入
を
骰
禁
し
て
居
ら
る
＼
如
き
、
そ
の
他

〗
一
屋

、
•
原

ぐ

1

御
乱
の
親
し
く
賓
見
致
し
ま
し
た
民
家
で
は
、

•• 
[.....g.? 

•• 
g・J・・・・・:i 

.' 

支・公

．．．．．
 
翌翌・・・・ぃ・エ・

.

.

.

.

.

.

.

.

.
g
·
·
:
{
.

い

[
~
4
0

◎
む
◎
曲

永
忍
町
行
在
所
2
甲
頸
城
那
潟
町
村
）
。
麓
御
小
休

．ぶ翠忍翠菊．
ti・?・・
い[

翁
責
褻
ぶ

．．． 

t
 

克嘉暮怒・̀
．

·
ヽ
ぐ
．
ぃ
や
~
｛
所

｀
趾
所
（
酉
蒲
原
郡
翠
彦
村
）
ふ
庄
累
加
い
応
応

即
（
既
指
定
）
等
見
略
‘
>
こ
れ
と
同
じ
方
法
の

帥青
下
に
鄭
璽
に
保
存
さ
れ
て
居
り
ま
す
。
以
上
の

胄

4

他
民
家
予
と
建
物
の
存
す
る
翌
蹟
十
二
筒
所

ア（
 

~
~
．
 

御
座
い
ま
す
が
場
何
れ
も
同
様
鄭
璽
に
保
存
さ

ヘ●

tt・・・・,
.••• 

,t................. 

冬
召
~
多

．．．
． 
姿免ー・し後・

れ
て
居
り
主
す
。
最
忍
中
に
は
糸
魚
川
の
や
う

こ

I
I
·
~
5
.

入

冒

鬱

．

、

ン

な

例

も

あ

り

ま

す

。

R

c

〇

⑮

〇

⑮

糸
魚
川
行
在
所
（
酉
頸
城
部
糸
魚
川
町
五
御
隈
所
の
部
分
は
営
時
新

築
さ
れ
ま
し
た
も
の
で
あ
り
式
寸
叫
長
れ
多
い
と
て
翌
夕
十
三
年
同

九
i



國
賓
史
蹟
名
勝
天
然
紀
念
物
を
語
る
（
古
谷
慮
託
）

建
碑
も
勿
論
結
構
で
あ
る
が
、
建
物
の
完
全
に
存
す
る
も
の
、
又
趾

地
で
も
よ
く
蓄
態
を
偲
び
得
ら
る
4
も
の
は
、
そ
の
欣
態
を
永
遠
に
保

存
の
計
整
を
立
て
ら
る
4
方
が
、
急
務
で
あ
る
事
は
申
す
迄
も
あ
り
ま

せ
ん
。
••••••• 

二
本
木
御
小
休
所
（
中
頸
城
郡
中
郷
村
）
は
嘗
地
の
素
封
家
松
原
氏
の

住
宅
で
、
御
座
所
は
同
家
の
座
敷
、
棟
績
き
内
に
あ
る
為
、
保
存
上
稲

々
の
不
便
の
動
も
あ
り
、
且
つ
不
敬
に
亙
る
勘
が
あ
っ
て
は
た
ら
ぬ
と

し
て
、
縣
嘗
局
と
打
合
せ
、
主
要
部
分
を
其
儘
薔
位
置
に
存
し
、
他
の

部
分
を
撤
去
し
て
縮
少
獨
立
の
も
の
と
な
し
、
住
宅
と
別
棟
に
新
築
し

て
、
聖
蹟
の
永
久
保
存
の
計
整
を
立
て
賀
行
さ
れ
て
居
り
ま
す
。
最
も

過
去
に
於
て
こ
の
方
法
を
貰
行
さ
れ
て
ゐ
る
向
き
も
あ
り
ま
す
。
叉
新

津
や
三
條
の
翌
蹟
の
や
う
に
、
建
物
の
燒
失
を
頗
る
遺
憾
と
し
て
，
原

形
に
よ
っ
て
再
建
以
て
≫
聖
徳
を
偲
ぶ
よ
す
が
と
致
し
て
居
る
も
の
も

あ
り
ま
す
。
就
中

p

・・・・

罪
津
行
在
所
（
中
蒲
原
郡
新
津
町
）
は
、
明
治
十
三
年
同
地
の
大
火
災

の
節
燒
失
致
し
ま
し
た
が
、
所
有
者
は
之
を
頗
る
遺
憾
と
し
て
、
同
二

十
年
原
形
の
通
り
に
再
建
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
燒
失
後
七
年
に
し
て

復
活
さ
れ
た
も
の
で
、
一
二
條
の
分
も
略
i
事
情
は
同
じ
で
あ
る
が
、
再

建
ま
で
に
は
尚
多
く
の
歳
月
を
閲
し
て
ゐ
る
貼
は
、
こ
4

の
分
と
は
相

違
が
あ
り
ま
す
。
再
建
後
五
十
年
と
申
せ
ば
、
此
建
物
に
も
相
常
史
的

九
五
・

塁
百
八
十
九
撃

の
搬
張
の
度
毎
尺
其
位
置
を
移
動
致
す
の
已
む
な
き
に
至
り
ま
し

賛`
｀
雪
詈
讐

た
。
郎
ち
明
治
三
十
四
年
と
大
正
四
年
の

霰

二
同
に
亘
つ
て
移
動
を
致
し
た
の
で
あ
り

鼠
5.;

ま
す
°
然
し
史
蹟
の
建
前
か
ら
申
す
と
遺

憾
の
獣
拗
し
と
致
し
ま
せ
ん
、
そ
こ
で
最
パ

近
町
嘗
局
は
，
前
後
二
同
即
ち
十
一
年
九
怨

月
十
三
日
及
同
月
二
十
三
日
の
二
同
御
駐

'

}

9

泊
あ
ら
せ
ら
れ
、
殊
に
兒
童
教
育
の
中
心
．

と
す
る
に
最
も
相
應
し
い
聖
蹟
が
、
史
蹟
四
'

V々

、

保
存
の
建
前
上
遺
憾
の
貼
あ
っ
て
は
な
ら
、
べ
t

沙

；

ぬ
と
し
て
、
種
々
の
困
難
を
排
し
奮
位
置
＇

に
復
さ
れ
た
事
は
、
其
保
存
に
熱
心
な
る

i

"

＞

結
果
と
し
て
賞
揚
す
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
恣

従
来
翌
蹟
保
存
の
誠
意
を
表
す
―
つ
の

方
法
と
し
て
、
建
碑
の
事
が
弘
く
伊
は
れ

ま
し
た
、
不
朽
に
そ
の
聖
田
心
の
天
ふ
き
を
偉
．
，
笠
，
‘

．
f

ゲ麟

疇憂．
4

嘗

へ
、
聖
徳
を
顕
彰
す
る
上
に
誠
に
結
構
な
．
、
r

埓
、
吟
．

方
法
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
ま
す
。
而
し
て

そ
の
建
碑
の
中
で
も
、
東
ノ
輪
御
野
立
所
（
刈
麻
郡
鯨
波
村
）
の
如
き

は
、
御
駐
蹄
の
地
動
に
半
年
後
に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
、
誠
に
意
義
深

文
部
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,
 
．．．．． 

い
感
が
い
た
し
ま
す
。
叉
寺
泊
行
在
所
趾
（
三
島
郡
寺
泊
町
）
の
分
の

は
、
建
物
の
移
韓
と
同
時
に
御
座
所
趾
の

地
貼
に
建
て
ら
れ
ま
し
た
も
の
で
｀
嘗
時

こ
闘
係
者
の
注
意
深
い
貼
が
察
せ
ら
れ
ま

品

す
。
石
澤
御
小
休
所
趾
（
中
頸
城
郡
和
田

露蕊^
．

念之〗
村
）
こ
こ
は
御
小
休
所
と
は
な
っ
て
居
り

凌
~ニ

麟
ま
す
芍
常
時
の
闘
係
記
録
に
は
、
「
御
野

/」

5

立
小
屋
云
々
」
と
あ
り
ま
し
て
、
粗
末
な
る

9"

仮
家
を
設
け
御
野
憩
遊
ば
さ
れ
ま
し
た
の

石

念盗
澤
で
あ
り
ま
す
。
従
て
建
物
は
直
後
取
崩
さ

＄

御
傘
小
れ
、
趾
地
に
は
木
標
を
建
て

4
紀
念
し
て

ふ
休

・
ロ
月
参
り
ま
し
た
が
、
明
治
四
十
五
年
二
月
十
，

鼻

声
塙
全
一
日
紀
元
節
の
佳
節
を
卜
し
、
碑
石
に
改

．
景

む
る
計
蜜
を
立
て
、
大
正
二
年
に
成
功
を

見
た
の
で
あ
り
ま
す
。
紀
念
碑
石
は
、
多
く

＇
ん
天
皇
紳
去
り
ま
し
て
後
に
計
盛
さ
れ
ま
し

必
た
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
愛
の
分
は
御
在

批
の
時
に
既
に
そ
の
計
警
が
進
め
ら
れ
て

ゐ
た
と
云
ふ
動
に
、
他
の
分
よ
り
は
一
，
日
の
長
が
あ
る
と
で
も
申
さ
れ

ま
せ
う
か
。

債
値
を
生
じ
た
次
第
で
あ
り
ま
す
が
、
明
活
天
皇
の
聖
蹟
と
し
て
は
．

既
に
第
二
次
的
の
も
の
た
る
を
以
て
、
所
在
所
趾
と
し
て
指
定
さ
れ
る

に
至
り
ま
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。
尚
同
じ
く
今
同
指
定
せ
ら
る
べ
き

富
山
縣
の

1

一
聖
蹟
と
は
、

明
治
天
皇
願
海
寺
御
小
休
所
射
水
郡
老
田
村
願
海
寺

明
治
天
皇
持
光
寺
御
小
休
所
下
新
川
郡
経
田
村
持
光
寺

に
し
て
、
共
に
明
治
十
一
年
北
陸
東
海
御
巡
幸
の
時
の
聖
蹟
で
あ
り
ま

す
。
叉
滋
賀
縣
の
一
箇
所
は
、

明
治
天
皇
番
場
御
小
休
所
坂
田
郡
息
郷
村
大
字
番
場

こ
れ
も
叉
十
一
年
北
陸
東
海
御
巡
幸
の
時
の
塞
蹟
で
あ
り
ま
す
。
叉
京

都
府
の
一
件
と
は
，

明
治
天
皇
本
願
寺
奮
大
数
校
御
小
休
所

、

京

都

市

下

京

蓋

猪

熊

通

七

條

下

ル

で
あ
り
ま
し
て
、
明
治
士
二
年
七
月
二
十
日
京
都
よ
り
紳
戸
に
向
は
せ

給
ふ
糊
御
小
休
所
と
な
り
た
る
虞
で
あ
り
ま
す
。
建
物
は
現
在
は
龍
谷

大
學
の
本
館
で
、
英
國
ァ
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
會
祉
の
設
計
建
築
と
偉
ヘ

ら
れ
て
居
り
ま
す
。
山
口
縣
の
五
件
と
は
、

明
治
天
皇
問
屋
口
御
小
休
所
趾
防
府
市
大
字
新
田
村

明
治
天
皇
勝
坂
御
小
休
所
佐
波
郡
右
田
村
大
字
下
右
田
字

勝
坂

九
四



文
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第
五
百
八
十
九
蹟

明
治
天
皇
鰭
山
峠
御
小
休
所
趾
同
郡
同
村
同
大
字
峙

明
沿
天
皇
小
鱈
御
小
休
所
趾
吉
娯
郡
小
棺
村
大
字
下
小
鰭

以
上
の
四
箇
所
は
'
何
虹
も
明
泊
十
八
年
山
場
道
御
巡
幸
の
際
の
郡
羊
蹟

で
b

七
月
二
十
九
日
及
同
月
一
二
十
一
日
の
二
同
御
召
替
の
第
杞
御
／
休

あ
ら
せ
ら
れ
た
虞
で
あ
り
ま
す
。
卯
ち
坂
路
た
る
を
以
て
御
乗
物
の
御

召
替
あ
ら
せ
ら
れ
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。
叉
他
の
一
っ
は

明
治
天
皇
萩
ノ
尾
御
小
休
所
趾
下
闘
市
大
字
椋
野
字
萩
ノ
足

に
し
て

B

明
治
三
十
五
年
十
一
月
熊
本
縣
下
へ
行
幸
御
這
幸
の
詞
途

次
，
同
月
十
六
日
火
ノ
山
砲
棗
へ
行
幸
の
際
同
じ
く
御
召
替
の
認
御
小

休
あ
ら
せ
ら
れ
た
虞
で
あ
り
ま
ず
。
香
川
縣
の
一
件
は
'

明
治
天
皇
丸
亀
御
上
陸
泣
御
菜
網
狐
丸
編
市
酉
平
山
町

に
し
て
，
明
治
在
年
酉
同
巡
幸
の
際
七
月
四
日
御
上
匿

P

同
月
六
日
御

乗
艦
あ
ら
せ
ら
れ
た
虜
で
あ
り
ま
す
。
最
後
の
栃
木
縣
Q

一
件
と
は
、
゜

明
治
天
皇
壬
生
行
在
所
下
都
賀
郡
王
生
町
大
字
壬
生

で
⑱
明
治
一
二
十
二
年
十
一
月
十
七
日
及
同
四
十
年
十
一
月
十
五
日

3

何

れ
忍
演
習
御
統
裁
の
際
う
御
登
餐
を
召
さ
れ
た
虞
で
あ
り
ま
す
。
建
物

は
同
池
の
小
學
校
々
舎
で

B

―
二
十
二
年
の
時
の
分
は
、
校
庭
四
で
は
あ

り
ま
す
が
移
勘
を
し
て
居
り
ま
す
。
四
↓
年
の
時
の
分
は
元
の
ま
＼
に

保
存
さ
虹
、
近
く
學
校
改
築
の
際
に
は
主
要
部
分
を
獨
立
さ
せ
て
保
存

の
計
饗
が
進
め
ら
れ
て
居
り
ま
す
。
ニ
ハ
月
二
十
日
記
）

ュ —~--_—-~----9-~ 

九
六



一
目
的
本
省
行
政
二
闘
ス
JV
法
令
泣
二
諸
般
ノ
施
設
事
項
ヲ
周
知
セ
シ
ム
ル
ト
共

ニ
所
管
ノ
行
政
及
数
育
機
闘
等
ノ
聯
絡
提
携
二
便
ナ
ラ
シ
ム
ル
ヲ
以
テ
目
的
ト
ス

三
内
容
本
時
報
登
載
事
項
ノ
大
要
左
ノ
如
シ

文

一

詔

書

勅

語

法

律

勅

令

閣

令

省

令

V
-

令

告

示

告

諭

囮

音

例
規
三
喜
（
直
ご
砂
只
に
夏
）

時

訓

示

指

令

（

ル

モ

ノ

報

一

法

令

解

説

質

捩

應

答

蘇

辱

[

[

鰐

）

～

任

免

、

陸

線

叙

位

戚

動

表

彰

復

命

書

及

報

告

書

ll~ 

干

～

講

演

‘

講

誌

談

話

研

究

調

査

統

計

行

｛

人

事

公

告

窮

箕

二
二
編
纂
文
部
時
報
纏
纂
ノ
為
編
纂
委
員
長
蚊
編
纂
委
員
若
干
名
ヲ
置
ク

t
 

_
-
=
に
―
編
纂
委
員
長
ハ
文
書
課
長
ヲ
以
テ
之
二
充
テ
編
纂
委
員
ハ
文
書
課
員
中
ョ
リ
之
ヲ

鸞
/
[
ア
ル
ト
キ
ハ
喜
喜
委
員
ノ
意
見
ヲ
求
ム
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

資
料
蒐
集
ノ
為
省
内
各
局
課
二
文
部
時
報
報
告
委
員
ヲ
箇
ク

摘要
文
部
時
報
報
告
委
員
ハ
各
部
局
課
ノ
理
事
官
ぶ
呵
瘍
託
等
ヲ
以
テ
之
二
充
ッ

必
要
二
應
ジ
直
轄
各
部
、
各
府
縣
其
ノ
他
ョ
リ
資
金
ヲ
求
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

四
登
行
本
時
報
ハ
菊
版
、
毎
琥
約
六
十
四
頁
、
定
債
戴
拾
錢
ヲ
標
準
ト
シ
毎
月
三

同
一
ノ
日
ヲ
痰
行
期
日
ト
ス

（
第
五
八
九
撃
）

昭
和
十
二
年
六
月

1

一
十
九

H
印
刷
納
本

昭

和

十

二

年

七

月

一

日

装

行

ー

ー

東

京

市

麹

町

狐

土

手

一

ー

一

番

町

十

一

l

一
番
地

禁

褻

行

者

大

谷

仁

兵

微

無

惹

閤

臨

吝

四

磁

孟

町

字

hrl坂
千
六
百
七
十
番
埠

断

印

刷

者

大

庭

公

平

•
韓
東
京
市
牛
込
瑛
四
五
軒

I
H
J
五
十
二
番
地

叡

印

刷

所

行

政

學

合

印

刷

所

第

二

工

蝸

ー

電

話

牛

込

二

九

九

六

番

•~',','. 

東
京
市
京
橋
逼
銀
座
西
七
丁
目
一
寄
地

装

行

所

帝

國

地

方

行

政

學

會

雹
話
銀
座
六
六

0
、
六
六
て
六
六
二
、
六
六
三
苺

捩

替

貯

金

口

座

東

京

十

一

l
l

苺
~
 

廣
告
料
は
一
頁
五
拾
鳳
二
分
ノ
一
頁
参
拾
皿
、

廣
一
四
分
ノ
一
頁
拾
八
闘
と
す

告
掲
載
頁
数
は
登
腐
に
拾
愛
貝
を
超
ゆ
る
こ
と

を
得
ず

料
右
文
部
省
の
御
指
定
に
依
っ
た
も
空
て
す

一

部

一

金

賦

拾

餞

送

料

血

＾

定

，

1

1

|

1

一

ー

一

月

一

金

六

拾

錢

送

斜

共

[□
釦
'
[
剛
記
酎
出

i

一

年

金

七

戴

銭

一

送

料

共

買
•
•
•
ー

.
臨
時
増
刊
叉
は
増
大
紬
装
行
の
節
は
別
に
代

金
申
受
け
ま
す

表
●
御
註
文
は
総
て
前
金
に
願
ひ
ま
す
前
金
切
れ

の
場
合
は
送
本
い
た
し
ま
せ
ん
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